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産業建設委員会記録 
 

○開催日時 

令和４年９月１２日 午前９時５５分～午後３時１４分 

──────────────────────────────── 

○開催場所 

第３委員会室 

──────────────────────────────── 
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議  員  帯 田 裕 達 

──────────────────────────────── 
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   川内商工会議所 
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    中小企業相談部長兼指導課長    川 原 典 隆 

〇参考人補助者（経済政策課の所管事務調査） 

   川内商工会議所 

    総務課長兼係長          塩 福 英 寿 

    中小企業相談部指導課経営指導員  永 田 雅 人 

──────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

   農 林 水 産 部 長  中 島 弘 喜 

   農 業 政 策 課 長  寺 田 和 一 

   畜 産 営 農 課 長  木 場 憲 司 

   耕地林務水産課長  山 元 義 一 

───────── 

   経済シティセールス部長  有 馬 眞二郎 

   経 済 政 策 課 長  高 山 和 人 

   産 業 戦 略 課 長  山 元 一 将 

   観光文化スポーツ対策監  花 木   隆 

   観 光 物 産 課 長  田 中 道 治 

    

文化スポーツ課長  入 枝 哲 也 

国 体 推 進 課 長  石 原 勝 浩 

───────── 

建 設 部 長  久 保 信 治                         

建 設 政 策 課 長  城之下   誠 

道 路 河 川 課 長  堀之内 利 行 

都 市 整 備 課 長  市 田 隆 司 

建 築 住 宅 課 長  山 口   誠 

───────── 
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──────────────────────────────── 

○事務局職員 

   事 務 局 長  道 場 益 男       課 長 代 理  前 門 宏 之 

   議 事 調 査 課 長  川 畑   央       管理調査グループ員  米 森 祐 太 

──────────────────────────────── 

○審査事件等 

付  託  事  件  名 所 管 課 

（所管事務調査） 

議案第８０号 令和４年度薩摩川内市一般会計補正予算 

経 済 政 策 課 

議案第８０号 令和４年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

建 設 政 策 課 

議案第７６号 道路メンテナンス事業開戸橋耐震補強（Ｐ４）工事請負契約の締結につ

いて 

議案第７７号 道路メンテナンス事業川内河口大橋耐震補強（Ｐ６）工事請負契約の変

更について 

議案第７８号 道路メンテナンス事業川内河口大橋耐震補強（Ｐ８）工事請負契約の変

更について 

議案第８０号 令和４年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

道 路 河 川 課 

議案第７９号 薩摩川内市の附属機関に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

議案第８０号 令和４年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第８１号 令和４年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理事業特別会計補正予算 

議案第８２号 令和４年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計補正予

算 

（所管事務調査） 

都 市 整 備 課 

議案第８０号 令和４年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

建 築 住 宅 課 

（所管事務調査） 産 業 戦 略 課 

議案第８０号 令和４年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

観 光 物 産 課 

（所管事務調査） 文化スポーツ課 

国 体 推 進 課 

議案第８０号 令和４年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

農業委員会事務局 

議案第８０号 令和４年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

農 業 政 策 課 

畜 産 営 農 課 

耕地林務水産課 

──────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（森満 晃）ただいまから、産業建

設委員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元の審査日程により審査

を進めたいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）御異議なしと認めます。 

 よって、お手元の審査日程により、審査を進め

ます。 

 ここで、傍聴の取扱いについて申し上げます。

現在のところ、傍聴の申出はありませんが、会議

の途中で傍聴の申出がある場合は委員長において

随時許可します。 

────────────── 

△経済政策課の審査 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（森満 晃）それでは、経済政策課

の所管事務調査にあたり、先日の委員会で決定い

たしましたとおり、市の補助事業であるプレミア

ム付商品券「とくとく商品券」発行事業について、

参考人をお招きし、御意見を伺うこととします。 

 本日は、参考人として資料１のとおり川内商工

会議所から３名の皆様の御出席をお願いしてあり

ます。 

 なお、今回、参考人の補助者として資料２のと

おり川内商工会議所から２名の出席申出がありま

した。つきましては、申出のとおり補助者の出席

を認めることで御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）御異議ありませんので、

そのように決定しました。 

 それでは、参考人及び補助者の皆様が入室され

ますので、ここで、しばらく休憩します。 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前 ９時５６分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前 ９時５８分開議 

        ～～～～～～～～～～     

○委員長（森満 晃）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 初めに、出席を頂きました参考人の皆様を御紹

介いたします。 

 川内商工会議所専務理事の上村健一様です。同

じく事務局長兼総務部長の植村浩隆様です。同じ

く中小企業相談部長兼指導課長の川原典隆様です。 

 本日は、市の補助事業であるプレミアム付商品

券「とくとく商品券」発行事業について、販売過

程で生じた問題の原因と、再発防止を含めた今後

の方針について説明をしていただいた後、質疑を

行います。 

 それでは、説明をお願いいたします。 

○参考人（上村健一）プレミアム商品券事業

につきましては、８月２７日土曜日に国際交流セ

ンターにおいて販売したところです。私ども商工

会議所としましては、販売当日までに、市役所の

経済政策課、薩摩川内市商工会と十分な協議を重

ねて当日に臨んだところです。 

 １０時からの販売ということでありましたが、

状況を見て判断し、１時間前倒しで販売を行いま

した。会場内では２０の販売ブースを設けて、順

序よく販売をすることができました。会場内はス

ムーズな流れであり、特に混乱をするようなこと

もなかったわけです。 

 しかしながら、１０人、２０人が販売を終えて

帰られる一方、車についてはその倍以上、２０台、

３０台、４０台という多くの車両が押し寄せてい

ました。これは、商品券販売事業の関心の高さと

いうのがあらわになったところです。交通指導員

等を配置し、４００少し超えたぐらいの駐車場も

確保していましたが、残念ながら渋滞を招いてし

まったということは、想定外でした。「想定外は

想定外じゃない」と言われますが、私たちの商品

券販売事業に関しては、いろいろなシミュレーシ

ョンをしたつもりです。 

 一人当たりの販売に要するタイムは、３秒から

４秒あれば、どんどんはけると、いろいろなシミ

ュレーションをして臨んだところです。 

商工会ともいろいろな協議をして、薩摩川内

本土地域１か所ということも、協議を重ねる中で

決定をしたところです。決して我々実施団体であ

る商工会議所が単独で決めた事業でもありません。

これも市のほうに事前に協議をして、これでよか

ろうということで進めたものです。 

 引換券の状況については、有馬部長が議会の中、

委員会の中で答弁をされているとおりですので、

あえて申しませんが、我々民間が市の住民情報、

個人情報などを活用するということは決してでき
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ないので、いろいろな方法も考えて提案もしまし

た。しかし、市民に等しく行き渡る方法というの

を民間が行うには限度がある中で、コロナ禍の混

雑防止などを全面的に配慮しながらできるだけ多

くの市民に向けて行ったつもりでありましたが、

残念ながらこのような結果になって申し訳ないと

思っています。 

 市長とも協議をして、今後につきましては、

９月１０日までにはなんとか方向付けをしてくれ

ということであったため、全力で新たな再販の体

制を整えようと、職員が土曜も日曜もなく一生懸

命頑張ってくれています。やっと大綱がまとまり

ましたので、補助事業の変更申請という形で市に

提出をいたします。今日の午後から、あるいは明

日の朝一番にでも変更申請の届出をしまして、皆

様に商品券を販売していきたいと考えているとこ

ろであります。 

 今後の日程については、まだ正式な申請をして

いないため、案となりますが、後ほど御要望があ

ればお示ししたいと考えております。市のほうと

も情報を共有しております。商工会議所とも情報

を共有しておりますので、先走った日程の交渉に

はならないと思っております。これはあくまでも

案でありますので、市のほうが正式に受理した段

階での公表になろうかと思いますので、そこは御

理解を頂きたいところです。 

 いろいろと議員の皆様方にも御不便をかけ、ま

たいろいろな意見があろうかと思いますが、それ

については真摯に受け止めながら対応してまいり

たいと思っておりますので、よろしくお願います。

まだまだ足りない部分もたくさんあります。言い

たいこともたくさんありますが、それについては

質問にお答えすることで今後に進めてもらえたら

ありがたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

○委員長（森満 晃）これより質疑に入りま

す。御質疑願います。 

○委員（大田黒 博）今回のことの重大さに

鑑み、９月の１日と７日の２回にわたり委員会を

開催し、当局の事案における考え方、進め方等を

確認したところです。 

 今回、川内商工会議所様に出席いただきました

のは、市の補助事業であるプレミアム付商品券

「とくとく商品券」の販売当日の混乱以降、販売

方法等をめぐって事業主体である川内商工会議所

様への問い合わせが集中し、大変な御苦労をなさ

っていることや、多くの市民から「市の補助事業

とはいえ会議所に丸投げ過ぎではないのか」とい

う御意見等を頂いたという背景があり、市役所だ

けでなく、川内商工会議所様からも御意見を伺う

ことになりましたことを御理解いただきたいと思

います。 

 今回、事業主体である川内商工会議所様におか

れましては、スムーズな商品券の販売方法を入念

に検討され、販売初日８月の２７日当日までの流

れをシミュレーションし、しっかり把握しながら、

コロナ禍における対策等も十分に考慮して販売当

日を迎えられたものと拝察いたします。 

ただいま、今回の市の補助事業でありますプ

レミアム付商品券「とくとく商品券」発行事業に

おいて、コロナ禍における地域経済の回復を図る

ための本市の事業者支援や消費喚起が目的である

ことなどを、当時の状況等と共に詳しく説明いた

だきました。 

 そこで、これから二、三、質問をしてまいりま

す。１問ずつ質問して回答を頂き、それに対して

不明な点があるときはその都度確認させていただ

きますので、御理解を頂きたいと思います。 

 まず１点目ですが、市の補助事業における、

「とくとく商品券」の販売方法の決定について、

これまで当局に確認いたしましたところ、最終的

には商工会議所様からの申出があったとの説明を

受けております。そのような認識で間違いはない

のか、お伺いします。 

○参考人（上村健一）この事業につきまして

は、当初、オール薩摩川内ということで、お盆過

ぎの消費が落ち込む時期に何か市の経済対策、消

費喚起をできるような事業はないだろうかと、市

のほうに要望をしてまいりました。 

 これは４月の上旬、正確に言いますと、３月の

当初予算が決まる頃です。そのようなことで、商

工会とも十分協議をして全面的に協力をするとい

うことで話を進めてまいりました。途中で、頑張

らなければならないところがありましたが、市の

ほうとも十分協議をしながら進めてきたところで

す。決して商工会議所が先走っていろいろなこと

を決めてきたわけではありません。 

 利用主体は商工会議所でありますが、やはり補
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助金の出どころというのは薩摩川内市であります

ので、薩摩川内市が了承しなければ、この事業は

進めることができませんので、そこは十分御理解

いただきたいところです。 

○委員（大田黒 博）入念な打ち合わせをし

て、商工会議所も市当局と打ち合わせをしたとい

うことでございます。我々が少し気になっている

のは、当局から「最終的には商工会議所からの申

出があった」ということを確認していますが、そ

うであったのか、という点で、これを質問したと

ころです。 

 今、上村専務が言われることが十分検討された

と思いつつも、その点の計画の変更等においては

いろいろ行き違いがあったのかなと思います。そ

の経緯を、問題になるようなことがあったのであ

れば教えていただけませんか。 

○参考人（上村健一）問題点ではありません

が、当初計画としては各世帯に引換券なるものを

発送していただき、最初から４万２,４００冊と

いうことを計画していましたので、各世帯に１冊

ずつ行き渡れば良いということで案内を計画しま

した。それについては議会の本会議でも有馬部長

が答弁をされておりますが、住民記録を民間であ

る会議所が活用するということはできないという

ことでありました。市長とも協議をしましたが、

やはりそれは厳しいということでありました。 

 その後、広報紙に引換券なるものを印刷して、

それに住所、氏名を書いて持ってきてもらうこと

で考えてみました。自治会に入っていない方もた

くさんいらっしゃいますが、広報紙は市内あちこ

ちの公共施設、地区コミュニティセンターにも設

置してあるので、活用できるのではなかろうかと

も思いましたが、結果的にはこれも厳しい状況だ

ということが分かりました。そこで一人２冊まで、

そして誰にもできるような方法で対応したらどう

だろうかということで商工会、そして薩摩川内市

と協議を重ねて提案をし、「それで良いでしょ

う」と決定していただいたところです。 

○委員（大田黒 博）令和３年１２月の「う

んまか券」においては、ハガキ、インターネット

等で販売法をとられておりますが、そのような提

案等を含めて、当局との協議等がなされたものと

思われますが、やはり市、行政とすれば公平性、

平等性を加味した政策を心がけていると言われて

います。その点、会議所がこのような方法で個人

情報を確認できる、できないを含めて、国際交流

センターであのような販売方法をされた経緯につ

いて、市との最終的な打ち合わせといいますか、

市から特段「このようにしてください」というも

のはなかったのか、お答えいただけませんか。 

○参考人（上村健一）住民記録と突合はでき

ないわけですので、本人が買いに来られる、一人

で二札まで購入できますよ。そして会場で申込書

を書いてもらいました。本人を含めて続柄、例え

ば奥さんとか子どもさんとか、長男次男とか父母

とか書いていただき、１枚に５人は書けるように

してあります。そして、「正確な情報を記入して

ください」と申込書を書いていただきました。 

 それには、本人が「この情報は正確ですよ」と

チェックをしていただくような項目も設けてあり

ました。販売する事務局側として、そこであえて

「これは正確な情報ですか」「これは子どもさん

ですか」と確認することは、相手を不審に思うこ

とですのでできません。ですので、購入していた

だく皆様方を信頼して、１枚に５人ずつ入っても

らうようにしたところです。議会の中でも２０枚、

４０枚購入した声があったと言われておりますが、

それは事実であります。１枚の申込書の中に５名

ずつ書けまして、そのように書いてきた人に対し

て「これは本当ですか」と言えるわけがありませ

ん。これを信用して販売をしたということですの

で、そこは御理解を頂きたいと思います。 

○委員（大田黒 博）これまで当局への質疑

等に対し、事業主体が市の形であれば、住基デー

タを活用して確認しながら市民向けの配布ができ

たとの答弁をもらっているのですが、広く市民に

行き渡ることを目的として事業主体を市に変更、

チェック変更したか、携帯での事業変更の提案は

なかったのか疑問に思っております。 

 今、答弁がありましたことを当局にも確認した

のですが、市で委託という形でとってあれば、住

基個人情報保護法を含めてやれたという答弁があ

ったものですから、その確認をしたのであって、

商工会議所が行うとすると、それだけの無理があ

ると思っておりましたので、その辺の違いを我々

委員会、あるいは一般質問等で確認をしたところ

でした。今、専務からありましたように、やはり

そこには市が行うものと、事業主体である民間の
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会議所で行うものと、少しずれがあったと思って

います。その辺の考えはどうでしょうか。 

○参考人（上村健一）市とも十分協議をした

という中には、今、大田黒委員から指摘のありま

した、委託という方法も当然考えて事業を進めて

まいりました。 

 例えば、事前の協議としてですが、「引換券を

市のほうで先行発行してもらい、販売については

我々が受けもってやりましょう。そして半券につ

いても我々が主体的になってやっても良いです

よ」ということも話しました。しかし、補助事業

という形で我々のほうに事業がきましたので、途

中から、「これは一部委託料、これは一部補助と

事業を分けるわけにもいけない」「予算の支出科

目の中で、性質別でいうと委託料は物件費で、補

助金は補助費ということで分類されるので、途中

では財務上どうしてもできない」となりました。

また、冒頭述べました夏の消費喚起ということで、

そのタイミングを逃さないためには、どうしても

決めたことを変更してやらざるを得ないため、そ

こも市役所と十分に協議しながら進めてきたとこ

ろです。 

 途中で２０％のプレミアム率が５０％に跳ね上

がった際も、これをどうすべきかいろいろ協議を

し ま し た が 、 何 回 も 協 議 を 重 ね な が ら 、

８,０００円の価格で１万２,０００円分の商品券

という形で落ち着いたところです。 

○委員（大田黒 博）今の説明で納得すると

ころもありますが、やはり本会議での質疑等を含

めて当局側が言う予算比率においての５％の差と

いったものと、今、上村専務が言ったことには少

しずれがあると思います。その点においては、ま

た当局に所管事務調査のところで確認させていた

だきますが、このようなトラブルがあっても平等

性や公平性に努力されたと思いながら確認すると

ころでありました。 

○参考人（上村健一）今ほど、ずれがあると

いうふうに言われましたが、私どもは市の有馬部

長の部署とは非常に連携しております。有馬部長

のほうからの答弁が足りなかった部分もあろうか

と思いますが、毎日のように協議を行い、事務を

進めてきたところです。結果としてこのような形

になり、交通渋滞を引き起こしましたが、「よか

った」という激励の言葉もたくさん頂きました。 

 しかし、議員の皆様方も同じだと思いますが、

市役所の職員、また商工会議所の職員については、

当日を含め連日のように１時間、２時間に及ぶ出

席や御意見等があり、今後の業務に対して非常に

支障がある状況と、私は思っております。 

職員のメンタル面、こういうのを考えますと、

どのように事務を進めて行ったらいいのでしょう

か。僅か１５人しかいない職員です。しかも若い

職員だけです。このような人たちが市の商工業発

展のために、あるいは経営指導のために一生懸命

頑張っております。そして２７日から本日まで短

い期間でありますが、大綱をまとめてくれたとい

うことは本当に職員に対して感謝しています。ま

た、市職員の有馬部長をはじめ所管の部長、課長

さんには大変お世話になって、今日の方針が決定

したと思っております。このようなことは、委員

の皆さん方も理解をしていただきたいと思ってい

るところです。 

 商工会議所の職員は１５名おりますが、当日も

３人のコロナ感染による出勤停止と１人の忌引き

があり、僅か１１名であの難局を乗り切ってきた

と自負しております。市役所職員の方々も暑いさ

なかに駐車場を走り回り、ホールのほうに案内し

ていただきました。本当ありがたい応援を頂いた

と思っております。今後の販売方法についても、

十分協議を重ねてやってまいります。どうか議員

の皆様も、市民からそのような問い合わせがあっ

た際は、このようにお答えいただけたらありがた

いと思っております。 

 市民各世帯に満遍なく行き渡るというのは非常

に厳しい状況ですが、今後についても一人２冊ま

でということに、いろいろ形で要望があります。

これも今さら変更するわけにはいきませんので、

そのような形で進めてまいりたいと思っておりま

す。販売については、どうしてもシステム上、今

から広報して申し込みいただき、申し込みいただ

いた方が多数の場合は抽選をして決定をしていき

ます。既に買った方々の名簿は全部パソコンに入

力されていますので、それとマッチングをしなが

ら、買った人は御遠慮いただき、行き渡っていな

い人だけを対象にした販売方法を考えています。 

 そのような手順をいろいろ踏まえて、やっと販

売できるのは１１月に入ってからです。１１月の

１１日から２３日までの１３日間と土日を含めて
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の対応を考えているところです。薩摩川内市商工

会の各販売所、各市場を含めてでありますが、そ

れでも土曜、日曜日はチーム体制がどうしてもと

れないということですので、そこは無理も言えま

せん。そのように協議して、土日は商工会の市場

は販売しませんが、平日は全支所で販売をするよ

うに調整をしてあります。冒頭述べたとおり、こ

れはまだ案です。今日、明日中には決まると思い

ますが、購入できる方が決定をしましたら、

１１月の９日までには購入権、いわゆるハガキが

手元に届くように事務を進めてまいりたいと考え

ています。事前の申し込みで、祁答院支所で引き

換えをしたい、東郷支所で引き換えをしたいとの

申出があり、決行するようになっていますので、

いやいや私は大和で買える、山形屋で買えるとい

う方はそこに決行していただいたら、そこで買え

るようにしたいというふうに思います。確実に買

えますので、渋滞や路上駐車、駐車違反がないよ

うに、ハガキにもしっかりと明記した通知書を発

送したいと考えているところです。 

 このように、少し時間はかかりますが、委員の

皆様方には御理解を頂き、使用する期間も当初

１０月末日までと言っておりましたが、１月の

１５日までは使えるということで周知も図ってい

きたいと考えているところです。 

 市民の皆様向けにも、市広報紙９月２５日号の

お知らせ版にチラシを差し込む予定です。また、

同日に新聞、チラシ、それから商工会議所のホー

ムページ、ＦＭさつませんだいなどでもＰＲをし

ていきたいと考えております。 

 それから、市民からの要望でありますが、中止

の広報を防災行政無線でやったのだから、同じく

販売開始についても防災行政無線でやってほしい

という要望も多数寄せられています。これは業務

外と言えば業務外ですので、また市とも協議をし

ながら進めなければならないところです。非常に

難しい問題もありますが、職員も前向きに今後の

事務の進め方を一生懸命考えておりますので、御

理解いただきたいと思っています。 

○委員（大田黒 博）もう一度確認します。 

今、上村専務が商工会議所の職員、あるいは市の

職員と暑い中に対応したと言われますが、それも

冒頭と申し上げましたとおり、もう十分に分かっ

ているところです。それで我々議会においても、

やはり私は祁答院の商工会等の関係がありますの

で、委員の皆様方からこういうチラシを見ていろ

いろな苦情がきたり、方向性を持ったものの意見

等があったりします。その中で参考人をどうして

も質してみたいという気持ちになったのは、当局

が言うものと、皆様が一生懸命されたものに、少

し食い違いがあったため、その確認だけはさせて

いただきたかったからです。 

 先ほど言われました、財務上、委託ができる、

できないの話を含めて、事業変更をしていたら、

４月のとおりにできたのではないか、ということ

も含めて協議されたのかな、という。我々もこの

委員会、あるいは一議員にしてもそう思っている

ため、確認をしたかったのであって、業務委託の

主体となった商工会議所と当局とのやり取りを確

認しながら、もう一回当局を質してみたいと思い

ます。その中で市民の皆さんにお寄せを含めて、

やはり平等に配布できなかったものか、議会とし

て検証を進めていきたいという考えです。今言わ

れたものはよく分かりますし、また我々が思って

いるものも少し御理解いただいて、商工会ともま

た話をしたいのですが、この場はそういう場では

ないと思いますので。そういうような形での市民

全体を含めて平等性を持ったものでなんとかでき

ないかなと思っておりますので、今言われたこと

も踏まえて御理解いたしますので、我々が思って

いるものも理解いただきたいと思います。 

○委員長（森満 晃）先程、上村参考人から

今後の販売方法について、又は使用方法について

詳しく説明いただきましたが、そのほか質疑はご

ざいませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）それでは質疑は尽きた

と認めます。 

 ここで、委員長より一言、お礼の御挨拶を申し

上げます。 

 参考人の皆様におかれましては、本委員会に御

出席を頂き、誠にありがとうございました。また、

貴重な御意見を述べていただいたことに深く感謝

を申し上げます。本日はありがとうございました。 

 ここで、協議会に切り替えます。 

        ～～～～～～～～～～     

        午前１０時３７分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 
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        午前１０時３９分開議 

        ～～～～～～～～～～     

○委員長（森満 晃）ここで、本会議に戻し

ます。 

 所管事務調査を一時中止します。 

 当局が入室いたしますので、しばらくお待ちく

ださい。 

────────────── 

△議案第８０号 令和４年度薩摩川内市一

般会計補正予算 

○委員長（森満 晃）次に、議案第８０号令

和４年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題とい

たします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○経済政策課長（高山和人）予 算 書 の

４４ページをお開きください。 

 ７款１項１目商工総務費は、令和４年４月１日

付人事異動による人件費補正で、３,８２８万

７,０００円を増額するものです。 

 ７款１項２目商工振興費の事項、コミュニティ

バス等利用促進事業費の甑島地域自家用有償旅客

運送事業補助金を９０万円増額するものです。 

 負担金補助及び交付金として、令和５年４月か

ら上甑島地区コミュニティ協議会において、地域

の共助による自家用有償旅客運送事業を開始する

に当たり、その準備経費として計上するものです。 

 続きまして、地域間幹線系統確保維持費補助金

を２,０２７万６,０００円増額するものです。こ

れは、負担金補助及び交付金として、幹線の赤字

路線バス系統に対し、国、県、市が一体となって

民間バス事業者へ協調して行うもので、県の指示

額に基づき計上するものです。 

○委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（成川幸太郎）今地域間幹線系統確保

維持費補助と言われましたが、これはどのような

形で補助されるのでしょうか。バス１台につきと

かということで、どんな感じで補助はなされるん

ですか。 

○経済政策課長（高山和人）この補助金につ

きましては、系統としましては７系統ございます。

それぞれの積上げによる補助金でありまして、主

なものは、鹿児島駅から川内駅営業所、また、川

内営業所から入来鉄道記念館前、それと南国交通

の駅前、車庫前から阿久根新港へ向かう便、鹿児

島駅から、これＪＲですけど、鹿児島駅から宮之

城を通る便等が対象に、７系統が対象になってい

るところでございます。 

○委員長（森満 晃）そのほかありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 ここで、議案第８０号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（森満 晃）それでは、引き続き、

所管事務調査を行います。 

 市の補助事業であるプレミアム商品券「とくと

く商品券」発行事業については、先ほど参考人か

ら説明を受けたところでありますが、この件につ

いて、当局への質疑はありませんか。 

○委員（大田黒 博）今参考人招致して確認

をいたしましたけれども、一生懸命されている両

方、会議所含めて、市当局が一生懸命されている

というような強調して言われていましたけれども、

少し確認をしたところの部長がいつも言っていま

したその委託と事業主体の商工会議所とのずれが

少しあるような気がしますけれども、入念に打合

せをしたという中に、少し事業の意向を含めて、

少し無理がありながら話合いに十分な時間がなか

ったのかを含めて、どういう感じを参考人招致を

聞いておられたか、お聞かせください。 

○経済シティセールス部長（有馬眞二郎）

先ほどの件、お聞きしておりましたけれども、参

考人のほうも市と連携してやったということで、

我々も連携してやったというふうに思っておりま

す。 

 あと、その中に無理があったんじゃないかいう

ような今、御質問ですけれども、これにつきまし

ては、当初の考え方、４万幾らを１世帯ごとにで

きないかというようなところも検討しながらでは

あったんですけれども、住民情報の活用とかそう

いったのができないというところから、機会の平

等というか、ＧｏＴｏＥａｔ券と同じような形で

できないかというようなところを最終的には判断

をさせていただいたというところでございます。 

○委員（大田黒 博）個人情報をしっかりす
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れば、部長は本会議場でも言われていましたよう

に、確認をして、委託であれば、そういうものが

しっかりできたということで、この乱れはあんま

りなかったんだという感じを取っているんですが、

その点、今の町の会議所においては、そういうよ

うなルールを共有しながらやったんだということ

でして、やはり２０万、３０万、４０万入れた人

の中には、そういう点が一つ大きな批判になって

出てきておりますし、混乱とちょっと別に鑑みて、

少し捉え方が違っているんじゃないかなと。協議

がなされた中で行き違いがあったような気がする

んですが、いかがでしょう。 

○経済シティセールス部長（有馬眞二郎）

今回の会議所、川内商工会議所からの、先ほども

ありましたように、要望という形で市内全域で使

える商品券ということで、要望で、最初、スター

トしたところでございます。そういったところで、

市のパワーアップ補助金、この事業を活用しまし

て、川内商工会議所において補助できる事業とい

うことで、最初、検討したところでございます。

そこで、先ほどその個人情報を市のほうで委託す

ればよかったんじゃないかというような話。それ

も、実際、検討の中ではありましたが、そういう

ふうになりますと、時間的にお盆過ぎから売り出

したいということに対しまして、委託であれば、

また会議所の方に一社随契というようなことがで

きるのかどうかというようなところから発生しな

いといけませんので、そこら辺りを十分に勘案し

まして、早く市民に届け、そして経済の活性化を

早く行いたいというようなところもありまして、

川内商工会議所と協議をしながら、こういう形を

考えたところでございます。 

○委員（大田黒 博）要は、交通渋滞を巻き

起こしたそのものと、部長が言っていました住基

ネットの関係の方法と少し分けて我々考えている

んですが。部長が言われるのには、予算比率を含

めてね、市の委託がここがより法律を含めてよか

ったんだという言い方をされているからこういう

確認をしたんですが、それを含めてのそのやり方

等をお互いにという意味だと思っているんですが、

一つの詰めが甘かったんじゃないかなと思ってい

るんです。だから、併せて、こういうチラシを見

てみますと、甑島を含めて商工会等の兼ね合いに

おいても、やはりずれがあるような気がするんで

すよ。我々のところに入ってきている情報におい

ては、市長からも電話が来てからお願いします。

市としても、部長でしょうけれども、協力をお願

いしますということがお願いされて、商工会にも

その一端を担ってほしいという商工会の覚悟の上

でもあったと思うんですよ。これも全くそういう

ものがなくて、経緯は少し、もろもろ少し商工会

側から聞いたんですけれども、納得いかないよう

なやり方を会議所が、あるいは当局がされたんじ

ゃないかなという思いもしないでもないんです。

だから、上村専務が言われている商工会との協議、

あるいはしっかりした公平性を含めたものの協議

が薄かったんじゃないか。そこには、やはり商工、

そういうプレミアムとしての市の指導といったも

のが少し足りないのがかいま見れているような気

がいたしますが、この商工会を含めてどんな感じ

をお持ちでしょうか。 

○経済シティセールス部長（有馬眞二郎）

今の商工会との連携につきましては、この事業が

要望があったときから、オール薩摩川内という先

ほど参考人のほうからもありましたように、そう

いう形ができないかということを我々も一緒に間

に入りながら商工会のほうにも話をしてまいりま

した。そういう中で相互に協議をしながら、こう

いう最初の形を考えたところでございますけれど

も、結果的には、交通渋滞を巻き起こしたという

ところには本当大変申し訳なかったというふうに

思っているところでございますが。これにつきま

しては、商工会、商工会議所、市と一緒に協議を

しながら、こういう形で進めさせていただいたと

いうところでございます。 

○委員（大田黒 博）最後にしますが、オー

ル薩摩川内という形での言い方をされると聞こえ

はいいんですよ。もうそれでいいですよ。ただ、

ほかの部署に入ってみると、もうとんでもないも

らい事故だったみたいなことを言われるんです。 

 ただ、その中に、そういうオール薩摩川内でや

れた、協議がされたのかなという不信感を我々は

持つわけですよ。だから、商工会においては、甑

島においては、職員を少し配置できませんかとい

う依頼もあった中での入念な説明もなかったし、

その辺は入来の、入来で販売のほうはもうないわ

けですよ。住民は、入来で販売するちゅうのを待

っちょおられた人はたくさんおられるわけですよ。
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それなりのオール薩摩川内であったら、もうちょ

っと基本的なものからして、順を追ってのシミュ

レーションがなされて、住民に説明があるべきじ

ゃないかなと思っているんですが、その辺は今日、

私は少しオール薩摩川内、そういう言い方で専門

が言われましたけれども、少し中身がね、我々に

はよくなかった。部長が言われる十分な協議をさ

れたのかなと思うばかりなんですけど。その意見

を聞いてみる。今度はずれがあるわけですよ。そ

こをどう思っておられますかと、当局の方々はと

いうことで。 

○経済シティセールス部長（有馬眞二郎）

今おっしゃられました件もありますが、我々のほ

うといたしましては、先ほど答弁しておりますよ

うに、当初のところから要望がありまして、そう

いった部分で商工会議所からの要望があって、そ

して商工会と協議し、人も連携しながら話をさせ

ていただいたというふうに思っております。もろ

もろ進めていく中でいろんな問題点が発生したの

は事実でございます。そこら辺りをすり合わせを

しながら、甑島にも職員を会議所のほうからも派

遣をして販売をしようというような計画もしてお

りましたし、そこら辺りも含めまして、連携を図

っていっているというふうに思っておりました。 

 これらの反省点を踏まえて、次の、今回の再販

につきましては、また販売場所も引換え場所を増

やしながら対応ができるようにしたいというふう

に考えております。 

○委員（大田黒 博）今言われた、部長が言

われた会議所から里に、島に職員を送るちゅうの

は、これは僕は違うと思いますよ。商工会から、

商工会の方々にお手伝い願えませんかと僕、聞い

ています。それが当り前じゃないかなと思うんで

す。そういうのを、部長、しっかりとしながら交

通整理していただけなかったのかなという思いで

した。 

○委員（成川幸太郎）質問ではないんですけ

れども、この間、いろんな御意見を今でも市民の

方から受けている最中なんですが、質疑はこの前

もさせていただいたんですけど、この間に高齢者

の方々、年金だけで生活している人たちの中から、

１冊８,０００円ではなかなか買い切らん。もう

ちょっと私たち年金生活者の身にもなって、

２,０００円ないしは３,０００円で買える商品券

というのも出してもらえなかったのかなと。

５,０００円１冊にして、価格を３,０００円なの

か、２,５００円なのか、もっと買いやすい。二、

三千円だったら出せるけど、８,０００円はなか

なか簡単に出せないという声を聞きまして、非常

になるほどな、そういう方々もいらっしゃるんだ

なと。８,０００円を出して１０冊も、２冊も買

え る 人 も い れ ば 、 １ 冊 も 買 い た い け ど 、

８,０００円がなかなか出せないという方もいら

っしゃるという、直接、話をされたんで、何とも

言えずにもう本当切ない思いをしたところです。

ぜひ、今後、もしそういうことがあれば、そうい

ったことまでちょっと配慮をしていただいて、発

行、計画を立てていただければなということで、

これ要望ですので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（森満 晃）今の件について当局か

ら何かありますか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、その他の所管事務について当局からの報

告事項はありませので、これより所管事務全般に

ついて質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（成川幸太郎）所管事務の一番最初に、

新型コロナウイルス感染症に関する相談、問合せ

状況ということで、令和２年３月から令和４年

８月２６日までを延べにして書いてあるんですが、

できることならこれせめて年度別ぐらい分けて、

令和２年度で何件あって、３年度で何あって、

４年度に入ってどんな状況になっているのかとい

うことが分からないのか。あるいは同じく、２の

１の中小企業信用保険法の規定による特定中小企

業者等の認定状況についても、同じように令和

２年３月から令和４年８月２６日分と書いてある

んですけど、これもちょっと年度別にちょっと報

告いただけるような資料があれば、報告いただけ

ればと思います。 

○経済政策課長（高山和人）次の資料から御

意見言われたとおりに変更して、お出ししたいと

思います。 

○委員（成川幸太郎）もう１点。さっき地域

間幹線系統の補助金のことを説明聞きましたけれ

ども、そのときでもよかったんでしょうけど、実

は、入来、川内から入来鉄道記念館行きのバスの
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件なんですが、これに川内川薩清修学館高校の通

学生が利用しているようですね。今バスが、

２０人乗りぐらいの小さいバスが行っているみた

いなんですが、朝の通勤、通学時の学生がちゃん

と座れない、立ってずっと行っている学生もいる

んで、これを、これは市から、市が要請でできる

のか、みんなが座って通学できるようなバスに変

更ができないでしょうかという声があったんです

が、ここらに市としてはどのように対応できるん

でしょうか。 

○経済政策課長（高山和人）確かに、私も通

勤、同時間帯ですので、小型のバスで運行されて

いるところです。そういう御意見につきましては、

鹿児島交通さんのほうにちょっと相談をしてみた

いと思います。 

○委員（成川幸太郎）ぜひ、せっかくここの

定数もなかなか埋まらない中で薩摩川内市から川

薩清修学館に通学するという貴重な生徒たちです

ので、そういうことで嫌気をさせていかないとい

うことにならないように、ぜひ、そういう要望を

出していただきたいと思います。 

○委員長（森満 晃）そのほかありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、経済政策課の審査を終わります。 

────────────── 

△建設政策課の審査 

○委員長（森満 晃）次に、建設政策課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第８０号 令和４年度薩摩川内市一

般会計補正予算 

○委員長（森満 晃）審査を一時中止してお

りました議案第８０号を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○建設政策課長（城之下 誠）まず、歳出に

ついて御説明いたしますので、予算に関する説明

書の２６ページをお開きください。 

 ２ 款 １ 項 １ ３ 目 地 籍 調 査 費 に お い て 、

１,０４５万９,０００円の減額補正をお願いして

おります。 

 主な内容は、説明欄のとおり、人事異動に伴う

職員給与関係の調整により減額するものです。 

 次は、４５ページをお開きください。 

 ８ 款 １ 項 １ 目 土 木 総 務 費 に お い て 、

２,７２６万５,０００円の増額補正をお願いして

おります。 

 主な内容は、説明欄のとおり、人事異動に伴う

職員給与関係の調整と職員の旅費、当初予算で予

算措置していた川内港から仮称湯田西方インター

チェンジまでのアクセス道路の建設に係る（仮

称）川内港アクセス道路建設促進期成会の設立を

今回取りやめまして、補助金を減額し、新たに川

内港からさつま町の北薩横断道路を結ぶ高規格道

路の建設促進を図るための（仮称）川内宮之城道

路建設促進期成会の設立に係る負担金の増額補正

を行うものです。 

○委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。ありませんか。 

○委員（石野田 浩）今期成会の話が出まし

たけれども、これはいつ頃また立ち上げて、どう

いう形で持っていくんですか。 

○建設政策課長（城之下 誠）現在、さつま

町と日程の調整について協議をしているところで

ございます。早ければ年内に開催したい、設立し

たいと考えております。 

○委員長（森満 晃）そのほかありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 ここで、議案第８０号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（森満 晃）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局に説明を求めます。 

○建設政策課長（城之下 誠）まず最初に、

南九州西回り自動車道の関係について報告があり

ます。 

 南九州西回り自動車道阿久根川内道路につきま

しては、鹿児島３号網津トンネル新設工事、これ

発注が国土交通省九州地方整備局になりますけれ

ども、これの安全祈願祭が令和４年８月３０日に

網津トンネル起点側坑口、水引町地先で施工者で

ある三井住友建設株式会社の主催で執り行われま

した。 
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 本市からは田中市長、福元副市長、久保建設部

長が来賓として参列して、工事の安全を祈願した

ところです。 

 続きまして、川内港の関係になります。 

 川内港につきましては、鹿児島県による川内港

カーボンニュートラルポート（ＣＮＰ）形成計画

の策定に向けて、具体的な取組などを検討、協議

するとともに、関係団体等で連携し推進するため

の第１回協議会が８月２９日に開催されたところ

です。 

 会議の中では、ＣＮＰ形成計画の内容、それか

ら意義についての説明と、川内港における温室ガ

ス削減目標の達成に向けた各団体での取組状況な

どについて意見徴収が行われました。 

 続きまして、川内川水系かわまちづくりの関係

になります。 

 川内川水系かわまちづくりの関係になりますが、

川内市街部の河川改修事業として併せて進められ

てきました大小路地区のかわまちづくり整備が完

成しましたので、それの完成式典を１０月１５日

土曜日に開催することになりました。これに併せ

て、完成した大小路都市緑地を広く一般に知って

もらうためにイベント、川内川ピクニックパーク

を開催することとしております。 

 今回のイベントは、市内に居住する個人、事業

所、団体などから実行委員を募集し、選定された

実行委員会が主催となり、整備された河川空間を

広く市民に周知し、継続的かつ積極的に利活用す

ることを目的に、「滞在する」「遊べる」「おい

しい」「映える」をキーワードとして、ピクニッ

ク、キャンプやバーベキューなど、あと、リバー

サイドを利用したアクティビティなどを計画して

おります。詳細につきましては、今後、ホーム

ページ等でお知らせする予定にしております。 

○委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含め、これより所管事務全

般について質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（石野田 浩）先ほどから、川内港の

問題なんかについていろいろ説明してもらってい

るんだけど、団体名を略称で言われたりしていま

すよね。サーキュラーパーク九州のことですかね。 

○建設政策課長（城之下 誠）先ほど言いま

したのは、川内カーボンニュートラルポートの略

称がＣＮＰという形になります。 

○委員（石野田 浩）もうとにかく、役所に

しろ、何にしろ、日本語にしろ、横文字みたいな

日本語なんですよね。だから、分かりにくいのを

ますます分かりにくくしてしまうようなそういう

傾向があるので、やはり市民に分かるような、例

えば、さっきの話なんかもそうだけれども、略称

でずっと行くのか、あるいは日本文字で行くのか、

その辺を徹底してもらわないと、あっち行ったり

こっち行ったりするとね、何か知識が薄いのかも

しれんけれども、別の事業なのかなと思ったりも

するんですよ。横文字なんか特に理解できない部

分もあるものだから、そういうのは市民も同じだ

と思うんですね。どうしてもこれから先、また猫

だとか、そういう関わりのある事業なんかは特に

市民も関心を持っていると思うんで、やはり市民

に分かりやすく。あなたなんかが分かるというの

は、それはもう専門家だから分かるんだろうけれ

ども、それやはり議会だったり、市民だったりに

伝わっていかないと意味がないと思うんで、それ

は十分、今後、気をつけて取り組んでいただきた

いなと思います。要望です。 

○委員長（森満 晃）市民に分かりやすい名

称等にも気をつけていただきたいという要望であ

ります。 

○委員（成川幸太郎）今のカーボンニュート

ラルポートですが、第１回協議会が開かれたとい

うことですけど、これ非常に鹿児島県が川内港を

鹿児島のカーボンニュートラルポートとして推薦

をするということで決まって、非常に今後の川内

港の発展等に大きい力になるというふうに私も思

うんですが、一つは、カーボンニュートラルポー

トの計画が進んでいく中で地域の開発ということ

では、やはり川内火力発電所跡地というのが関連

してくるんじゃないかなという気が私はしている

んですけれども。だから、あっちはサーキュラー

パーク九州ということで進んで、こっちはまだ

カーボンニュートラルポートが計画が進むと、そ

こら辺の連携とか調整というのは、どういうふう

に行われているんでしょうか。 

○建設政策課長（城之下 誠）川内港のカー

ボンニュートラルポート（ＣＮＰ）形成計画です

けど、構成員の中に九州電力さんも入っていらっ

しゃいますので、その中で調整をして、話題とし

て上げながら協議していく形になると思います。 
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○委員（成川幸太郎）私は、九州電力さんが

入っている、いらっしゃるのはいいことだと思う

んですけど、薩摩川内市の行政の中でカーボンニ

ュートラルポートが建設部で、サーキュラーパー

ク九州は経済政策課、そこら辺の調整がうまくい

くんだろうかと。そこら辺の考え方の食い違いと

か害になると、せっかく大きな事業が二つ固まる

のに、結果、出来上がってきたものなんかはちぐ

はぐな施設になっていたということにならないよ

うにしていただきたいなというのがあって、そこ

ら辺で調整というのはうまく、庁内調整というの

はされる形にはなっているんですよね。 

○建設政策課長（城之下 誠）先ほど言いま

した構成員の中には、１１の団体と、あと、国の

公安、鹿児島公安事務所、それと、県のほうが環

境林務部、それから産業関係の部分、それから公

安の関係、そして薩摩川内市につきましては、企

画調整の関係と産業戦略課、環境課、建設政策課、

この４課が入って協議会に参加しておりますので、

調整のほうはその会議の中で行っていきたいと考

えています。 

○委員（成川幸太郎）せっかく大きな事業で、

もう大きな期待が持てる事業になっていくと思い

ます。ぜひ、そういった庁内調整がうまくいくよ

うに協議を進めていただきたい 

○委員長（森満 晃）そのほかありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、建設政策課の審査を終わります。 

────────────── 

△道路河川課の審査 

○委員長（森満 晃）次に、道路河川課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第７６号 道路メンテナンス事業 

開戸橋耐震補強（Ｐ４）工事の請負契約の

締結について 

○委員長（森満 晃）まず、議案第７６号道

路メンテナンス事業 開戸橋耐震補強（Ｐ４）工

事の請負契約の締結についてを議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○道路河川課長（堀之内利行）それでは、議

案つづりその１、７６―１ページをお願いいたし

ます。 

 議案第７６号道路メンテナンス事業 開戸橋耐

震補強（Ｐ４）工事の請負契約の締結について御

説明いたします。 

 契約の目的、方法は記載のとおりです。 

 契約金額は、２億４,８３８万円です。 

 契約の相手方は、西日本興業・外薗運輸機工特

定建設工事共同企業体になります。 

 ７６―２ページをお願いいたします。 

 工事場所は、花木町とありますが、次のページ

の位置図に工事箇所をお示ししておりますように

河川内の工事になります。 

 工事の概要は、側面図を御覧ください。 

 西開聞町側から４本目の橋脚、Ｐ４橋脚をＰＣ

コンファインド工法により耐震補強を行うもので

す。これは、既存の橋脚の柱をプレキャストパネ

ルで囲い、その中をコンクリートで充填すること

で地震の揺れなどに対する強度を高める工事を行

うものです。 

○委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第７７号─議案第７８号 

○委員長（森満 晃）次に、議案第７７号及

び議案第７８号の議案２件を一括議題といたしま

す。 

 これらの議案２件は、道路メンテナンス事業 

川内河口大橋耐震補強工事請負契約の変更につい

てと内容が共通しておりますので、一括して説明

を求め、質疑を行った後、討論、採決についても
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一括して行ってまいります。 

 当局の補足説明を求めます。 

○道路河川課長（堀之内利行）それでは、ま

ず議案第７７号について御説明申し上げます。 

 議案つづりその１、７７―１ページをお願いい

たします。 

 道路メンテナンス事業 川内河口大橋耐震補強

（Ｐ６）工事の請負契約の変更についてでござい

ます。 

 契約金額は、変更前が２億８,７２１万円から、

変更後が３億４９６万３,０００円に増額変更す

るものです。 

 変更の理由は、波浪の影響でしゅんせつ土量の

増加が生じたことによる工事内容の一部変更にな

ります。 

 ７７―２ページに契約の相手方等を記載してお

ります。 

 また、工事場所につきましては、久見崎側から

６本目の橋脚になります。 

 引き続き、議案第７８号について御説明申し上

げます。 

 議案つづりその１の７８―１ページをお願いい

たします。 

 道路メンテナンス事業 川内河口大橋耐震補強

（Ｐ８）工事の請負契約の変更についてでござい

ます。 

 契約金額は、変更前が２億８,７１０万円から、

変更後、３億５９２万７,０００円に増額変更す

るものです。 

 変更の理由は、先ほどの議案第７７号で説明し

たとおりです。 

 ７８―２ページに契約の相手方等を記載してお

ります。 

 また、工事場所につきましては、Ｐ８橋脚で、

先ほどのＰ６橋脚より北側に二つ隣の位置になり

ます。 

○委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（石野田 浩）この耐震補強の金額と

いうのは、なかなか、最初、発注の時点で決め難

いところがあるのかなと思うんですけどね。専門

的なものがあったり、あるいは進行状況によって

違うというのがあると思うんだけど。この耐震事

業、ほとんどが増額になりますよね。その辺をも

っと発注前に精密に、精密といえばおかしいけれ

ども、そういう実施計画を立てられないのかなと、

いつもそういうふうに思うんですよね。金額はい

つも上がっている。普通の発注の仕方とちょっと

違うところがあるんじゃないかなと思うんだけど。

どういうふうに考えていますか、部長。 

○建設部長（久保信治）変更増につきまして

は、ちょっと河口大橋のを見ていただければ、橋

脚のちょうど水面の下の部分、これの部分が、実

際、濁っておりまして、実際、測量の現場と、実

際、現場に入りますとかなり異なってくると。あ

と、潮位の問題、それから河川の流速の問題、こ

れはいろんな気候が組み合わさってきますので、

平均的なもので発注せざるを得ないという事情が

あります。実際、現場に入った後に詳細な測量を

していただいて変わるというようなことになりま

すので、増額変更というのが今は、最近多いんで

すけれども、減額もあり得るのかなと思います。

これは透かし部分ということは形に発注しており

ますので、どうしようもないのかなと思います。 

○委員（石野田 浩）今潮流の話をされまし

たよね。今度、塩分の話もあるんですよね。コン

クリートの中の鉄筋が塩分濃度が強いんで、やは

り腐植度は全然違いますとかいう話も今まで河口

大橋の工事の中でさんざん出てきているわけです

よ、やはり。実際にはつっててみたら、もう腐植

度が全然違ったとかそういうのがあって、かなり

増額になっている。２,０００万、３,０００万は

ざらだっていうのがよく見られるもんだから、や

はりその辺をもっと発注する前に何かできる方法

というのはないのかなというふうにいつも思うん

だけど。金額が少しであれば、それはもう若干は

やむを得ないねということになるんだけれども、

大半がああいう耐震関係の大型事業になってくる

と何千万単位なんですよね、増えるのが。その辺

がちょっと、やはり市民から見ても増えていって

いるというような感じが、時々聞いたりするもん

だから、その辺はどうなのかなと思って。 

○建設部長（久保信治）発注分、その変更を

なるべくなくする方法としましては、調査設計時

に全数調査というんですか、詳細に調査すれば、

変更は必ず、かなり減ると思います。というのは、

今回、橋脚ですから下側にあります。それを足場
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を組んで全数調査するとなると調査費にかなりの

お金がかかりますので、ある程度ピンポイントで

調査した上で、概算の金額を出した上で、足場を

組んで、実際、はつって中を見て、鉄筋を見て腐

食を確認すると。設計はこうだったけれども、も

うそのまま金額どおりやるとなると、もう要する

に、腐食の部分がそのままの状態でまた補修して

しまうとすぐに爆裂しますので、そういうことは

できませんので、調査の時点で詳細にするという

のは考えられますが、足場を２回も大きくかける

よりは、実際、工事のときにしっかりかけて調査

をしながら施工するというふうな形を取っており

ます。 

○委員（石野田 浩）施工業者だとか、ある

いは当局の計画の段階の係の人だとか、そういう

方々を信頼しないわけじゃないんだけれども、た

だ、さっき言ったように、そういういろんな金額

なんかのずれがあったりすると、かなり不審に思

われる点も出てくると思うんで、これから先、や

はりこういう工事はかなりまた増額になる可能性

もあるというようなことを予算を組むときに、ち

ょっとした説明もあってもいいんじゃないかなと

思うんだけれども。その辺は予算を組む段階では

ちょっと無理ですかね。 

○道路河川課長（堀之内利行）事業費が大き

い、また、変更が、可能性があるものついては、

可能な限り説明をしていきたいと考えております。 

○委員長（森満 晃）そのほかありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）討論はないと認めます。 

 これより採決に入ります。採決は、議案第

７７号及び議案第７８号の議案２件を一括して行

います。 

 採決します。これらの議案を原案のとおり可決

すべきものと認めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）御異議なしと認めます。

よって、これらの議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

────────────── 

△議案第８０号 令和４年度薩摩川内市一

般会計補正予算 

○委員長（森満 晃）次に、審査を一時中止

しておりました議案第８０号を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○道路河川課長（堀之内利行）議案第８０号

令和４年度薩摩川内市一般会計補正予算の道路河

川課分について御説明申し上げます。 

 歳出から説明いたしますので、予算に関する説

明書の４６ページをお願いいたします。 

 ８款２項１目道路橋梁総務費は、４月の人事異

動に伴う職員の給与関係の調整により増額するも

のであります。 

 次に、８款２項２目道路維持費になります。公

用車等の修繕を行う必要があったことから、修繕

料を増額要求するものです。 

 委託料と工事請負費は、東郷学園を周回する市

道ののり面が安定していないことから整備を行う

ための費用を増額要求するものです。 

 次は、８款２項３目道路新設改良費になります。 

 まず、職員の給与関係の調整により減額するも

のであります。 

 工事請負費は、社会資本整備総合交付金の国の

内示による減額となります。 

 対象路線は、馬場・掛川線で国の補助率は

５５％です。 

 次は、８款２項４目橋梁維持費になります。 

 委託料は、防災安全交付金の国の内示に合わせ

減額するものです。工事請負費も同様です。 

 国の補助率は、本土５５％、甑島６０％です。 

 次に、４７ページをお願いいたします。 

 ８款３項１目河川総務費になります。 

 昨今の異常気象を考慮し、市民の安全安心を考

え、河川の土砂のしゅんせつ工事費用を増額する

ものです。 

 次に、５８ページをお願いします。 

 １１款２項１目現年公共土木災害復旧費になり

ます。 

 職員の給与関係の調整によるものであります。 

 以上で、歳出の説明を終わります。 

 引き続き、歳入の説明を行いますので、

１７ページをお願いいたします。 

 ３段目になります。１６款２項６目１節道路橋
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梁費補助金は、橋梁補修工事に関する国の道路メ

ンテナンス補助金の内示額確定に伴い減額するも

のです。 

 同節の交通安全対策補助金については、馬場・

掛川線の整備事業に係るものですが、内示額確定

に伴い減額するものです。 

○委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第８０号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（森満 晃）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局に説明を求めます。 

○道路河川課長（堀之内利行）次に、所管事

務について御説明いたしますので、委員会資料の

２ページを御覧ください。 

 薩摩川内市土地開発公社が整備を進める高城産

業用地開発事業に関連する事業の御説明をします。 

 中央に色をつけた一団の区域ですが、これが薩

摩川内市土地開発公社で整備を進める高城産業用

地開発事業の区域になります。 

 これに関連する事業が図に示したものになりま

す。 

 まず一つ目が、①市道本町・矢立線で、産業用

地から左側に延びる開発事業の取付け道路になり

ます。産業用地から消防団の詰所がある交差点入

り口まで拡幅整備します。 

 事業計画は、昨年度から測量設計を行い、本年

度、用地買収、工事を進める予定です。 

 概算事業費は、１億６,５００万円です。 

 二つ目が、②の市道西町・瀬ノ岡線で、総合運

動公園に向かう市道です。この道路は片側１車線

ずつですが、図面の上部から交差点に向かう車線

に左折レーンを設け、車線数を増やし渋滞の緩和

を図ろうとするものです。 

 事業計画は、本年度、測量設計業務を行い、来

年度から工事に着手する予定です。 

 概算事業費は、２億円です。 

 三つ目は、③の市道瀬ノ岡・丸山線で、セブン

イレブンがある交差点から京セラ専用橋の建設が

予定されている道路に接続する市道の拡幅及び交

差点改良を予定しております。 

 事業計画は、昨年度から測量設計を行い、本年

度は用地交渉、工事発注を予定しています。 

 概算事業費は、２,０００万円です。 

 四つ目は、④の矢立地区から国道３号までの道

路の整備で新設道路になります。肥薩おれんじ鉄

道や国道３号に取り付けるため、整備には時間が

かかると思われます。 

 事業計画は、来年度、測量設計業務委託、令和

６年が用地測量業務委託、踏切拡幅測量設計業務

委託などを予定しております。 

 概算事業費は、１０億円を予定しております。 

 なお、これらは分割できるものは分割して発注

していきたいと考えております。 

○委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含め、これより所管事務全

般について質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（成川幸太郎）今説明いただきました

高城産業用地開発事業関連ですけれども、この③

の 市 道 瀬 ノ 岡 ・ 丸 山 線 、 こ の 工 事 費 が

２,０００万、これ工事費が入っていないんじゃ

ないですか。ここから、セブンイレブンのところ

からこっちへ道路広げるというと、２,０００万

ぐらいで足りる。 

○道路河川課長（堀之内利行）これは京セラ

専用橋とつながる道路ですけれども、市で発注す

る部分は縦にちょっと線が太く入っている部分だ

けになります。そこだけですので２,０００万で

収まると考えております。 

○委員（成川幸太郎）その先の川をまたぐ橋

は京セラさんがもう造られる。 

○道路河川課長（堀之内利行）京セラさんが

施工される予定です。 

○委員長（森満 晃）そのほかありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、道路河川課の審査を終わります。 

────────────── 

△都市整備課の審査 

○委員長（森満 晃）次に、都市整備課の審

査に入ります。 

────────────── 
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△議案第７９号 薩摩川内市の附属機関に

関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

○委員長（森満 晃）まず、議案第７９号薩

摩川内市の附属機関に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○都市整備課長（市田隆司）議案つづりその

１、７９―１ページをお開きください。 

 提案理由については、本会議で建設部長が説明

したとおりです。 

 次に、７９―２ページをお開きください。 

 改正の内容は、薩摩川内市の附属機関に関する

条例に、薩摩川内市立地適正化計画防災指針策定

委員会を加えるものです。併せて、この策定委員

会の設置に伴い、薩摩川内市報酬及び費用弁償に

関する条例に、この策定委員会委員の報酬を加え

るものです。 

 また、議会資料、建設部１ページの薩摩川内市

立地適正化計画防災指針策定委員会の設置につい

てに、この策定委員会の設置目的及び委員会の構

成案と、今後のスケジュールの予定を掲載してお

りますので、御参照ください。 

○委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第８０号 令和４年度薩摩川内市一

般会計補正予算 

○委員長（森満 晃）次に、審査を一時中止

しておりました議案第８０号を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○都市整備課長（市田隆司）歳出予算につい

て御説明申し上げますので、予算に関する説明書

の４８ページをお開きください。 

 ８款５項１目都市計画総務費の説明欄を御覧く

ださい。 

 委員長報酬と費用弁償については、薩摩川内市

立地適正化計画防災指針策定委員会の設置に合わ

せて増額するものです。 

 給料、職員手当等共済費については、職員の人

事異動に伴い、減額するものです。 

 同じく、３目土地区画整理費は、職員の人件費

に伴い、一般会計から特別会計への繰出金を、天

辰第二地区については増額し、入来温泉場地区に

ついては減額するものです。 

 同じく、５目公園緑地費は、職員の人事異動に

伴い、増額するものです。 

○委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第８０号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△議案第８１号 令和４年度薩摩川内市天

辰第二地区土地区画整理事業特別会計補正

予算 

○委員長（森満 晃）次に、議案第８１号令

和４年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理事

業特別会計補正予算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○都市整備課長（市田隆司）まず、歳出予算

について御説明申し上げますので、予算に関する

説明書の７５ページをお開きください。 

 １款１項１目土地区画整理事業費は、職員の人

事異動に伴い、増額するものです。 

 次に、歳入予算について御説明申し上げますの

で、前に戻っていただき、７４ページをお開きく

ださい。 

 ５款１項１目一般会計繰入金は、職員の人事異

動に伴い、増額するものです。 

○委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 



- 18 - 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第８２号 令和４年度薩摩川内市入

来温泉場地区土地区画整理事業特別会計補

正予算 

○委員長（森満 晃）次に、議案第８２号令

和４年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理

事業特別会計補正予算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○都市整備課長（市田隆司）まず、歳出予算

について御説明申し上げますので、予算に関する

説明書の８７ページをお開きください。 

 １款１項１目土地区画整理事業費は、職員の人

事異動に伴い、減額するものです。 

 次に、歳入予算について御説明申し上げますの

で、前に戻っていただき、８６ページをお開きく

ださい。 

 ４款１項１目一般会計繰入金は、職員の人事異

動に伴い、減額するものです。 

○委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（森満 晃）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局に説明を求めます。 

○都市整備課長（市田隆司）都市計画用途地

域の見直しについて着手いたしましたので、御報

告させていただきます。 

 委員会資料、３ページを御覧ください。 

 現在、京泊地区、高城地区、五代地区、西開

聞・若松地区の４地区について、用途地域の変更

を行う計画で手続を進めているところです。 

 各地区の変更案の内容は、４ページに記載のと

おりです。 

 今後は、公聴会、公告・縦覧、都市計画審議会

など都市計画法に基づいて手続を行い、本年度中

の計画決定を目指しております。 

○委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含め、これより所管事務全

般について質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 以上で、都市整備課の審査を終わります。 

 ここで、休憩します。再開はおおむね１３時と

します。 

        ～～～～～～～～～～     

        午前１１時４０分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午後 ０時５８分開議 

        ～～～～～～～～～～ 

○委員長（森満 晃）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

────────────── 

△建築住宅課の審査 

○委員長（森満 晃）次に、建築住宅課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第８０号 令和４年度薩摩川内市一

般会計補正予算 

○委員長（森満 晃）まず、審査を一時中止

しておりました議案第８０号を議題といたします。 
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 当局の補足説明を求めます。 

○建築住宅課長（山口 誠）議案第８０号令

和４年度薩摩川内市一般会計補正予算の歳出予算

について説明いたしますので、予算に係る説明書

の４９ページをお開きください。 

 ８款６項１目住宅管理の事項住宅管理費におい

て、４月の職員人事異動に伴う職員給与費の増額

を行うものであります。 

○委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

 質疑はないと認めます。ここで、議案第８０号

の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（森満 晃）次に、所管事務調査を

行います。当局から報告事項はありませんので、

これより所管事務全般について質疑に入ります。

御質疑願います。 

○委員（大田黒 博）黒木の会田団地、４階

集合住宅です。１６戸数あると思っているんです

が、２戸しか今入っておられない、現在。御存じ

でしょうけど、共益費を２戸で払っているんです

けれども、その一つコミュニティの会長さん含め、

その所管とお話ししたんですけど、どうにか市と

してならんもんだろうかなということなんですが。 

 ちょっと先日、金曜日ぐらいに聞いたもんです

から、委員会で確認してみましょうかねというこ

とだったんですが、その辺りはどうなんでしょう

か。やっぱり２戸で話を、払わなきゃならないと

いうのは分かるんですけど、少なくなってくると

その全体含めた中で高くなっていくんでしょうけ

ど、考え方とすればどうなんでしょうか。 

○建築住宅課長（山口 誠）今、黒木地区の

会田住宅の関係で御質問でした。 

 集合住宅で現在委員おっしゃるように２戸しか

入っていない状況にありますが、基本的に今住宅

の関係になります。住んでいらっしゃる方で共益

部分、応益部分については分担して支払っていた

だくというのが基本になっております。 

○委員（大田黒 博）そこで、コミュニティ

協議会の役員を含めて、会長さんあたりから、ど

うかならんものだろうかということですから、そ

れを少しお願いしてどうですか、そういうものに

対してはという意見です。 

○建築住宅課長（山口 誠）住んでいらっし

ゃる方たちの状等、いろいろ勘案するところはあ

るんですが、申しわけないんですけど基本的には

というのは言わさせていただいて、基本的には住

んでいらっしゃる方で応益部分を分担負担してい

ただくというのが考え方になりますので、状況等

踏まえたいとは思いますけど、一応基本的な考え

だけで、回答させていただきます。 

○委員（大田黒 博）部長、これは全体を含

めた形での集合住宅がものすごく少なくなってき

ているんですよ、入り手が。この手を打っていか

んことには。やはりとどのつまりでそういう意見

等がなってきて、入居者が少なくなって住民もい

なくなっていくということで維持管理にしても大

変だろうし、次のステップの中での何らかの手を

打たざるを得ないと思っているんですが。何らか

の形でどこかで協議をするなり、方策を考えてい

ただけないでしょうか。 

○建設部長（久保信二）今回１６戸のうち

２戸しか入っていないと。基本的には全体の共益

費ですので、先ほど課長が言ったとおりですけれ

ども、工夫としては使われていない共益部分につ

いて電気を切るなり、外灯を切るなり、そういっ

た節約で対応したり、もしくはその極端にそうい

った戸数が全体として増えているという現状があ

るのであれば、少しそういった区分分けも含めて、

調査をしてちょっと研究してまいりたいと思いま

す。 

○委員（大田黒 博）今言われたのは、祁答

院だけじゃないと思うんですけれども、集合住宅

においてはものすごくそういう話が住宅内での責

任者とかそういう方々が相談はたくさんあるんで

す。何だかんだ手を打ってもらえんだろうかとい

うのがありますから。そういうのを含めて、現代

的なもので少し意見収集しながら、今言われるよ

うに検討していただけないのかを要望したいと思

っております。 

○委員（成川幸太郎）既存住宅改修環境整備

事業についてちょっとお尋ねしたいんですが。例

年、ここ数年、９月議会に補正予算が出されて追

加があったんですけど、今年は出されてないんで

す け ど も 、 今 年 年 度 当 初 予 算 に 組 ま れ た

３,０００万円の予算に対しての執行状況という
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のはどんなふうになっているんですか。 

○建築住宅課長（山口 誠）既存住宅の御質

問でございました。 

 例年というか、昨年度、令和３年度におきまし

ては、当初予算が３,０００万円。コロナの関係

も含めまして第１回補正で３,０００万円させて

いただきまして６,０００万円ということでござ

いました。今年度は当初でも５,０００万円、コ

ロナ分を２,０００万円含めまして３,０００万円

プラス２,０００万円の５,０００万円を当初で予

算計上させていただきましたので。前年度並みま

ではいかないんですが、予算確保はできているの

かなと思います。 

 御質問の件数でございますが、前回受付で、す

みません、先週の金曜日、９月９日現在で

３３５件で９３％の予算、概算額で４,６７３万

７,０００円の受付をしている段階でございます。 

○委員（成川幸太郎）そんな状況。今年度中

はこれでもう大体足りそうな雰囲気なんですか。 

○建築住宅課長（山口 誠）一応予算の範囲

内でという執行の基準というか持っておりますの

で、今年度は一応予算１００％いく段階で終了さ

せていただきたいなと思っております。 

 実は、昨年度においては、人気がありまして

８月３１日にはもういっぱいになって終わったと

いう状況がありますけど。今年はあともう少しと

いうことですので残らないようにということで市

の公式ＬＩＮＥ等でも広報して、１００％いくよ

うに努めているところでございます。 

○委員長（森満 晃）そのほかありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、建築住宅課の審査を終わります。 

────────────── 

△産業戦略課の審査 

○委員長（森満 晃）次に、産業戦略課の審

査に入ります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（森満 晃）それでは、議案はあり

ませんので所管事務調査を行います。当局に説明

を求めます。 

○産業戦略課長（山元一将）それでは、産業

戦略課の説明をさせていただきます。所管事務調

査につきまして、お手元委員会資料に基づきまし

て御説明を申し上げます。 

 経済シティセールス部の委員会資料４ページを

お開きください。 

 まず、川内港振興の取組について３点御説明い

たします。 

 １点目は、日本特殊陶業株式会社輸出記念セレ

モニーについてでございます。この度さつま町に

グループ会社日特スパークテックＷＫＳが立地い

たします日本特殊陶業株式会社が物流におけるＣ

Ｏ２の削減、複数拠点企業によるＢＣＰ事業継続

計画の対策強化などを図るため、博多港からの輸

出の一部を川内港から輸出することとなりました

ので、これを記念いたしましてセレモニーを実施

するものであります。セレモニーは９月の２１日

に薩摩川内市役所のほうで実施する予定でござい

ます。 

 ２点目、川内港地域活性化協議会についてでご

ざいます。 

 当協議会は川内港の国際物流拠点として産業を

振興する港づくりに関する調査研究等を行うため

に、国、県、市、民間事業者によりまして令和元

年の１１月に設立をされたものでございます。今

回、川内港の利用状況などのトピックス、現在進

めている拡販の取組について関係者で情報共有を

図ろうとするものでございます。会議は１０月の

２０日に、これも市役所のほうで開催いたします。 

 ３点目、薩摩國広域輸出促進協議会の活動でご

ざいます。こちらの協議会、阿久根市と日置市、

それから薩摩川内市によって構成されておりまし

て、令和２年の５月に設立をいたしております。

本年度の事業計画についてですが、まず海外展開

事業としてターゲット国を台湾といたしまして、

現地にて台湾フェアを開催し協議会、地域内の産

品のＰＲを行い、認知度の向上、ブランドイメー

ジの向上を図る予定であります。 

 また、国内における輸出促進事業として、台湾

の輸出に向けた勉強会の開催、地域事業者へのア

ンケート調査などを実施するほか、輸出商談会へ

の協力、それから越境ＥＣについての検討を行い

まして、構成自治体内の事業者様の産品の輸出促

進に向けた機会創出を図っていく考えでございま

す。 
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 次に、４ページ下ほどにあります循環経済産業

都市構想推進事業について御説明いたします。 

 本事業はアフターコロナを見据えた薩摩川内市

の中期展望における川内港臨海ゾーンの循環経済、

産業拠点の創出を目指して取り組むものでござい

まして、本年度におきましては循環経済に関する

研究開発としてサーキュラーリビングラボプログ

ラム、それから川内港久見崎みらいゾーンの分譲

開始に向けましたコンテンツの開発、情報発信等

を行っていく予定であります。具体的な取組とし

ては地域の資源でございます竹を活用した建築デ

ザインへの活用、それからアパレル分野での廃棄

された衣料を活用した新たな連携の創出、それか

ら土壌から地域の循環を考える取組。こういった

ものを実施をしてまいります。 

 また、併せて、これらの取組を情報発信するイ

ベントの開催や川内港久見崎みらいゾーンの用地

の分譲開始に向けました視察会、ウエブページに

掲載いたします情報の内容のコンテンツの開発等

を実施していくこととしております。 

 次に、３番目、川内港久見崎みらいゾーンの開

発状況の進捗状況について御説明いたします。資

料の５ページ中ほどでございますが、土地開発公

社を事業主体として現在令和５年度上期からの分

譲開始に向け、工事を進めております。８月末の

工事進捗として盛土の工事につきましては予定し

ておりました土砂の受け入れ量であります

１７０万立方メートルのうち１６７.６万立方

メートルの土砂を受け入れ、造成工事を行ってお

ります。また、全体で５か所に整備を予定してお

ります調整池につきましては全ての工事を発注済

みであり、道路の築造につきましても総延長３キ

ロメートルの全てを発注済みでございます。造成

工事と併せて整備を進めてまいります。久見崎み

らいゾーンにつきましては、これらの工事の進捗

を図りながら年内に分譲価格を決定し、年明けの

分譲予約開始に向け、準備、検討を進めてまいり

ます。 

 最後に、高城産業用地の進捗についてでござい

ます。建設部のほうでも若干説明ありましたが、

本事業の事業計画等につきましては７月の２日、

７日、８日の３日間で地権者、それから地域の住

民の皆様を対象に１回説明会のほうを開催してい

るところでございます。市外の地権者の皆様にも

説明内容については資料を送付させていただいて

おります本事業に関わる諸手続の状況としては

７月の２６日に農振除外に関する県知事の同意を

得るとともに８月の２５日に農地転用に関する許

可、それから開発行為に関する許可を県のほうか

ら頂いたところでございます。工事につきまして

は、事業計画区域内に土砂を搬入するために土砂

搬入路整備工事の入札を８月の３日に行っており

まして、現在本体工事の発注に向けて準備が進め

られております。 

 なお、最後になりますが、資料はありませんが

口頭での報告でございます。本年度の予算におい

て、電気バスの廃車につきましては予算措置を頂

いておりましたけれども、総合運動公園のほうに

設置しておりました電気バスにつきましては６月

の３０日に同駐車場から移動させまして、その後

廃車の登録抹消の手続きを行ったところでござい

ます。急速充電器につきましても、既に現地のほ

うから撤去済みでございまして、残る基礎部分に

ついても撤去に向けた作業を今後進めてまいりま

す。 

○委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含め、これより所管事務全

般について質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（成川幸太郎）ちょっと教えていただ

きたいんですが、サーキュラーリビングラボプロ

グラムの中で、アパレル領域のサーキュラーデザ

インというのをさっき説明されました。具体的に

どういったことをやるんですか。これをほどいて

また新しいものを作るっていうわけじゃない。 

○産業戦略課長（山元一将）今回のこの分野

の事業につきましては、具体的に言いますと障害

者の福祉事業所と連携をいたしまして、衣服のリ

ユースについての研究開発を行うというようなこ

とを考えておりまして、福祉の各事業者の方々と

連携した形で薩摩川内市における衣服を有効活用

したビジネスモデルを考えてみようというような

事業でございます。 

○委員（成川幸太郎）その場合に、福祉事業

所に持っていって、古いのをほどいて新しく作る

のか、今の原形のままをリユースできるような状

態に持っていくということなのか。それによって

は縫製工場的な産業も出てくるだろうと思うんで

すけれども。そこら辺はどんなふう。 
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○産業戦略課長（山元一将）今から具体的な

検討に入ってまいりますが、おっしゃるとおり、

福祉の事業所にいらっしゃる方の対応力とか現場

の状況というのも押さえていかないといけません

けれども。例えて言うならば、いろんな衣服の廃

棄が出てまいりますけれども、そういったものを

衣服全般を作るというよりも一部を一定のマニュ

アルに沿って再利用するような使い方を検討する

とか。衣服、必ずしもほどいて１から作るという

よりは、衣服を作る上での一部のビジネスを福祉

事務所の方々と一緒に作り上げていくといったよ

うな、例えばですけれどもイメージ、そういった

のを持っているところでございます。具体的なと

ころは、今後事業者の方々と一緒になって取り組

んでいければというふうに思っております。 

○委員（成川幸太郎）今、水引の業者、エコ

ミットはこういうのを集めて海外に出そうとされ

ているじゃないですか。そういうのとの関連とい

うのは別に、特にないですか。 

○産業戦略課長（山元一将）一応今回のプロ

ジェクトについてはエコミットさんも協力しても

らえればということでお声がけをしておりまして、

そういった既存の事業者さんの仕組みも活用でき

ない、衣服を集める活動と、利用できないかとい

うことは考えております。 

○委員（大田黒 博）産業戦略課と観光物産

課、この所管において一般質問でもありました各

地域の樋脇温泉。温泉は担当を含めた所管はどこ

になるんですか。藺牟田池とか、そういうものに

ついて。 

○産業戦略課長（山元一将）温泉はいろいろ

ありますけれども、一部は市営の温泉については

水道局の所管になる部分もございます。あと、そ

ちらだけに言うのではなくて、当然どのような利

用形態か。観光面かとか経済面かという部分でま

た我々の部分も関わってくる部分はあるのかなと

いうふうには思います。 

○委員（大田黒 博）部長もおりますので、

後ろにも観光物産課、スポーツ対策担当がおりま

すのでここで申し上げますけど、今回一般質問等

で、本会議場で帯田議員辺りが観光地の質問等が

ありました。私も藺牟田池から入来下って市比野

温泉、あの一帯の観光のルートとかいろんなのを

お示ししてくださいとか一つの観光地につながる

ようなこの薩摩川内市のそういうものの策略、戦

略といったものは考えられないか質問もしたんで

すけれども、今回温泉場を含めて、やっぱりいむ

た温泉辺りが疲弊してるんです。そして、下ノ湯

は上水道課ですのでやり取りがあって、やっぱり

所管、所管でリンクしながらそういう一般質問等

を含めたものにおいての協議はなされるべきだと

思っているんですけれども。部長を中心にしても

いいですし、戦略課の課長のところでもいいです

し、何らかの形でその青写真の構想があるとすれ

ば、それに乗っかったものがないか進んでいくべ

きなのかなと思ってはいるんですが。その辺りは

少し進んではいるんでしょうか。 

○経済シティセールス部長（有馬眞二郎）

今ありましたように、今の件につきましては、後

ろにも控えておりますけれども観光文化スポーツ

対策課のところの所管にもなりますが、経済シテ

ィセールス部におきましても市内全域の経済の関

係も所管をしておりますので、連携をしながら今

後どういった対応を取っていくのかというような

ところも双方協議しながら検討していきたいとい

うふうに考えております。 

○委員（大田黒 博）このままここでもう言

い出しましたので言いますけれども、いむた、祁

答院とするといこいの村いむた池があって、今咲

良が福祉施設の関係に少し動いておるんですけれ

ども、行ってみると少しこれが藺牟田池だったの

かなと思うぐらいの草の生え方とかその管理維持

されている指定管理の部分もあるんでしょうけれ

ども、それにおいてもこれが観光地なのか県立自

然公園なのかというようなものが普段からも問わ

れるし、その辺りが一般質問するんですけれども、

それがしっかり降りていないような気がするんで

す。いむた温泉にしてももう残るのは下ノ湯だけ

なんですが、下ノ湯がものすごいいろんな形のク

レームがありまして、上水道課一緒に行ったり、

やはり山元課長ですかね、課長も、上水道課長は

誰ですかね、とのやり取りもあったんですけれど

も。やはり藺牟田池、さざらし温泉というのがあ

って、それにつながった入来温泉、市比野温泉と

かそのつながりがあるようなのも一つのルートと

してのものを皆さん方で考えてやってもらわない

と観光地の発展はないというものも再三申し上げ

てきながら先日の一般質問でもそうだったのかな
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と思って。青写真は必要なのかなと思いながら。

ぜひそういうものを少し進めていただけないのか

なと思っております。 

 泉源が各温泉場にありますけれども、泉源がそ

れぞれ問い合わせはあるんです。県外から、宮崎

とか。泉源わたって説明するんですけど、泉源が

個人の泉源ですとずっと転々として回っているん

ですよね、持ち主が。たどり着くのに大変なんで

すよ。その辺を把握されたりしながら、やはり一

つの市比野、入来そういう温泉場を含めて、そう

いう温泉の確保とか藺牟田池に対する温泉も使わ

れております、今は。あそこにポンプアップする

のに２か所のポンプがそれぞれストックしており

ますので、その辺を含めて、どうなのかなと思い

ながら。咲良にしても一生懸命されているんです

けれども、そうめん流しにしても中途半端なとこ

ろもあるんで。やはり皆さん方が一緒におられる

戦略課を始め、担当物産、スポーツ対策課を含め

ても観光ですね。含めて、リンクしながら上水道

課を入れたりリンクしながら一つの政策課として

の進め方を、市全体を挙げてやっていかないとや

はりうまくやっていけないんじゃないかなと思っ

ているんですが。かといって全国的に見てみます

と、やはりこの地域おこし協力隊が関与したとか

いろんな話題性を持って進めてきておる状況が出

ておりますので、皆さん方そういうのも情報入っ

てきていないわけじゃないと思いますので。やは

り市民から言われると、役所、議員は何をしてい

るのかと言われるのが落ちですので、やっぱりそ

の辺を含めて我々も協力体制に入りたいのは山々

ですけれども、そういうのを我々は一般質問とか

こういう場でしか言えませんけれど、皆さん方か

ら逆にこういう方向でやりたいというようなもの

が出てくると進んでいく方向性も見えてくるとの

かなと思っておりますので、ぜひこれを一つ確立

したものを出していただけないでしょうか。いか

がでしょうか。 

○経済シティセールス部長（有馬眞二郎）

今あったようなお話しの部分が非常に大事だとい

うふうに思っておりますので、関係所管、我々の

部分に限らず関係部とも協議をしながらこういっ

た地域の活性化をどうやっていくかというところ

も含めて研究、協議、また関係者の方々とも意見

交換をしながら進めていきたいというふうに思っ

ております。 

○委員（成川幸太郎）久見崎みらいゾーンに

ついて、ちょっと教えてください。 

 先ほど、今年中に区画が決定することを言われ

て、販売区画が決まって結果的には入札じゃなく

て申込者による叩き競合した場合には抽選とかそ

ういう感じなる。その中で入札が行われるのか。

どんなふうな販売になるのか。 

○産業戦略課長（山元一将）分譲に向けた手

続、また、庁内決定する前ですのではっきり決定

したものはあるわけではありませんけれども、み

らいゾーンのビジョンを作っておりまして、そこ

で産業立地の基本方針というのは示されておりま

す。そういった考え方に基づきまして、何らかの

形で公募的な形で一定の我々の考え方を示して、

募集をかける考え方があります。そういった中で

申請をしていただいた方々に対してどのくらいあ

るかというのはちょっと分かりませんけれども、

その中で競合する分については一定のルールの下

で選定等をしていくといったような流れがござい

ます。その辺、分譲する前に考え方、市の中でま

とめまして、事前に議会のほうには説明した上で

入っていきたいというふうには考えているところ

でございます。 

○委員（成川幸太郎）価格が今年中に決まる

とすれば、その価格について希望する人にはその

価格は公表されるんですか。 

○産業戦略課長（山元一将）委員の御指摘の

とおりです。分譲価格が決定しましたら、それも

含めてそういう情報を広くお流しするということ

を考えております。 

○委員（成川幸太郎）恐らくここに出店しよ

うと思われる方、やはり早めに価格は決まって、

買う、申し込みをする準備等もされると思います

ので、早めに価格が決まってどんな形で土地があ

るのかということを示していただければ出店意欲

を持っていらっしゃる方というのは非常にありが

たがられるんじゃないか。ぜひそんな方向で進め

ていただけたらと思います。 

○委員（石野田 浩）久見崎みらいゾーンに

ついてなんですけど、今いろいろ説明を聞きまし

た。分かったんですが。この団地の分譲を来年度

から始めるわけですよね。そのときに例えばここ

の団地はこういう形態でいくんだからこういう事
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業、方向性とか、その辺は決まっているんですか。 

○産業戦略課長（山元一将）御質問ありまし

たけれども、先ほどちょっと成川先生のところで

もお話ししましたみらいゾーンのビジョンを以前

に策定しております。その中で、４項目、立地の

基本方針ということで示しておりまして、１番目

が循環経済、それから次世代エネルギー、そうい

ったような２１世紀型の産業に資するような企業

を誘致しましょうということ。それから２点目が、

川内港が付近にありますので川内港を使うような

物流企業に使ってもらいたいということ。３点目

は、南九州西回りもありますので同じくそういっ

た物流企業に使っていただきたいということ。

４点目が、地元のやはり活性化につながるような

施設。非常に広い括りになりますけれども、４項

目基本方針ありますので、基本的にはこういった

考え方を踏襲しながら募集に向けた動きを作って

いきたい、仕組みを作っていきたいというふうに

は考えております。 

○委員（石野田 浩）今川内港の話も出まし

たけど、川内港のサーキュラーパークの事業と被

る部分たくさんあると思うんですよね。同じよう

なことをやられるということなんで。だから、そ

の辺をやるときに規模を大きくなればなったでい

いんですが、やっぱりその部分的なもので、例え

ばこっちは循環型ですよ、こっちは処分型ですよ

とかいろいろあると思うんですよね。その辺の連

携も取りながら、やっぱりやっていかないと。久

見崎みらいゾーン、やっていたけど今度は敷地が

足りなくなったと、そういうことあれば１番いい

ことなんだけど、そういうふうになってきたとき

にどういうふうに仕分けをしていくのかというの

は決まってからはなかなかしにくいと思うんです。

早く売りたいなら売ってほしいんだけど、やっぱ

りそういう大きいスケールで何かをやろうとして

るわけですから。やっぱり立体的に、あるいはこ

う平面的でもいろんなスケジュールを組んで、そ

れだけのお客さんがいなければどうしようもない

んだけれども、選択しながら計画も立てていって、

川内港のほうのパークも一緒に連携ができるよう

にやっていってもらわないと。せっかく描いた大

きな希望がぽしゃってしまうよりはどうしようも

ないんで、その辺も十分気をつけながらやってい

ってほしいなと思います。 

○委員長（森満 晃）そのほかありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、産業戦略課の審査を終わります。 

────────────── 

△観光物産課の審査 

○委員長（森満 晃）次に、観光物産課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第８０号 令和４年度薩摩川内市一

般会計補正予算 

○委員長（森満 晃）まず、審査を一時中止

しておりました議案第８０号を議題といたします。

当局の補足説明を求めます。 

○観光物産課長（田中道治）それでは、歳出

予算につきまして御説明いたします。予算に関す

る説明書の２６ページをお開きください。 

 ２款１項６目企画費の上から二つ目の丸印にな

ります。事項ふるさと納税ＰＲ促進事業費は委託

料１３０万５,０００円を増額補正するものでご

ざいます。内容といたしましては、ふるさと納税

の申告にかかりますマイナンバーカードを利用し

たワンストップ特例申請をオンライン化する費用

となります。 

 次に、４４ページをお開きください。 

 ７款１項３目観光費の事項物産販売事業費は

２億２,７００万円の増額補正になります。内容

としましては事業が二つございまして、１点目が

キャッシュレス決済による消費喚起事業として、

１０節需要費の印刷製本費１００万円、１１節役

務費手数料として２億９００万円、また二つ目に、

ＥＣサイトによるウェブ販売促進事業として

１２節委託料１,７００万円を増額するものでご

ざいます。 

 具体的な内容につきましては、別冊の補正予算

説明資料で御説明いたしますので、産業建設委員

会資料経済シティセールス部の６ページをお開き

ください。 

 １、ふるさと納税ＰＲ促進事業費でございます。

（１）の補正理由ですけれども、説明いたしまし

たとおり、紙ベースのワンストップ特例申請書の

確定申告関係の書類につきまして、今回マイナン

バーカードを取得されている方につきまして紙
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ベースのワンストップ特例申請書が今回電子化さ

れることになりますので、寄附者の負担の軽減、

あるいは事務効率が図られるため、オンライン化

の費用を増額するものでございます。 

 （２）の内容でございます。基本料金といたし

まして月額３万円の６か月分の１８万円。それか

ら手数料といたしまして１５０円の７,５００件

の１１２万５ ,０００円になります。この

７,５００件の件数の中身なんですけれども、令

和３年度のワンストップの申請件数が約２万件ほ

どございました。１０月から３月の下期で見ます

と約１万５,０００件になりまして、マイナン

バーカードの普及率が全国の交付率を見ますと令

和４年の８月現在で４７.４％になります。です

ので、マイナンバーカードが約５０％ぐらい進ん

でいるということで、下期の１万５,０００件分

を５０％見まして、７,５００件分を見たところ

でございます。 

 （３）の期間につきましては、御承認いただけ

れば１０月から年度末の３月までの６か月分を予

定しております。 

 次に、２の物産販売事業費、キャッシュレス決

済による消費喚起事業になります。補正理由とい

たしましては、新型コロナウイルス感染症拡大に

よる影響を受けている市内の飲食店への利用促進

を図るため、本年の２回目の事業を実施するもの

でございます。内容といたしましては、本年度

１回目の内容と一緒でございますけれども、御承

認いただければ期間といたしいたしまして１１月

から１２月までの２か月間で実施したいというふ

うに考えております。 

 次に、３の物産販売事業費ウエブ販売促進事業

でございます。こちらにつきましても新型コロナ

ウイルス感染症拡大による販売不振等に対する対

策といたしまして、ＥＣサイトを活用する販売促

進を図るため、こちらにつきましても本年の２回

目の実施となります。内容につきましては前回と

同様でございまして、期間につきましては、御承

認いただければ１０月から令和５年の１月までを

実施したいというふうに考えております。 

○委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（成川幸太郎）物産販売事業費のウエ

ブ販売促進事業で増額補正ということなんですが、

当初同じように５,０００個発送されている。こ

れにもう満額達したということですね。 

○観光物産課長（田中道治）成川委員御指摘

のとおり、前回の５,０００個の分につきまして

は本年の７月２５日をもちまして完売となってお

ります。 

○委員（成川幸太郎）それによる売上額とい

うのは、販売額っていうのはどの程度ぐらいにな

ったんでしょうか。 

○観光物産課長（田中道治）前回の売上額は

１,２０２万８,７７０円になります。 

○委員（成川幸太郎）単価としては結構低い

んですね。５,０００個で１,２００万というのは

２,０００前後の商品ということ。 

○観光物産課長（田中道治）５,０００個の販

売商品の内訳を見てみますと、個数が１番多いの

は薩摩の奇蹟、これお水になります。それが約

９８０個。それから、個数が多いのは第２位が黒

豚の煮込みカレー、これが９６１個。それから、

３番目が特産品セットということでこちらが約

３５０個になります。 

 売上額的に１番高いものは何かというふうに見

てみますと、１位が特産品セットで約１９０万。

それから２位が薩摩の奇蹟、これお水になります

けれども、約１８０万。３位が鹿児島セットで

１１５万円程度になっております。 

○委員長（森満 晃）そのほかありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。ここで、議案第８０号の審査を一時中止しま

す。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（森満 晃）次に、所管事務調査を

行います。当局に説明を求めます。 

○観光物産課長（田中道治）産業建設委員会

資料、経済シティセールス部の７ページをお開き

ください。 

 まず１の観光イベントにつきまして、（１）の

観光イベントの開催予定につきましては、８月

３１日現在では記載のとおりでございます。６月

議会で御報告いたしましたうちの修正分といたし

まして、ナンバー６の里夏祭り、ナンバー７の港
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まつり、これ鹿島になりますけれども、こちらが

検討中から中止となっております。それからナン

バー１２の八重山高原星物語、こちらも実施予定

から中止へ。１３番のふるさと再発見地元もりあ

げイベント、検討中から中止へ。それからナン

バー２１のいむた池外輪山七峰登山大会、こちら

につきましては検討中ということで書いてござい

ますけれども、先週会長様から御連絡がありまし

て中止との報告を受けておりますので御報告申し

上げます。 

 次に、２のシティセールスプロモーション事業

です。こちらからにつきましては、進捗状況等に

つきまして御説明いたします。 

 （１）航空会社カレンダーの情報発信事業です。

８ページを御覧ください。 

 ウの実施内容でございます。カレンダーの掲載

月は令和５年の３月になっておりますけれども、

掲載写真は天の川と甑大橋、それからカレンダー

販売はＡＮＡのホームページで８月１日から予約

販売が開始されております。１部１,６５０円と

なっております。それから、（２）のプロモーシ

ョン動画制作業務でございます。ウになりますけ

れども、実施内容の７月に契約を締結いたしまし

て８月から本土甑の景観、それからイベント等に

つきまして撮影を開始いたしております。 

 それから（３）テレビ番組制作、イベント実施

業務についてです。新婚さんいらっしゃいの公開

収録につきまして、９月５日の公開収録をＳＳプ

ラザで予定しておりましたけれども、台風１１号

の接近のため延期にさせていただきました。今後

の日程につきましては、現在テレビ局等と検討中

でございますので、決まり次第また御報告申し上

げます。 

 それから、ぽつの二つ目になりますけれども、

桂文枝の落語会につきましては１０月９日開催で

昼２回公演ＳＳプラザ開催となっております。現

在、利用券につきまして販売を促進しております

ので議員の皆様方にも御協力をお願い申し上げま

す。 

 それから（４）のＤｒ．コトー原画展でござい

ます。イになりますけれども、事業内容といたし

まして原画展を川内まごころ文学館で１０月

１５日から２９日までの間で開催することが決定

いたしたところでございます。それから、原作者

の山田貴敏先生とも講演会を１０月の５日で予定

しておったんですけれども、先ほど御連絡が来ま

して１６日に変更になりそうだということで、こ

ちらのほうは今のところペンディングになってお

ります。 

 続きまして、９ページを御覧ください。 

 （６）の甑島プロモーション事業でございます。

こちらにつきましては甑島のためにスポットを当

てたテレビやラジオ番組の番組内のコーナーを制

作して、福岡県で放送する内容となっております。

日曜日のお昼の時間に放送するテレビ番組とそれ

から土曜日の朝に放送するラジオ番組と放送する

こととなっております。 

 それから（７）のインスタグラムの投稿キャン

ペーンでございます。イの事業内容ですけれども、

ＳＮＳを活用し、本市の観光や物産を広く発信す

る手段として一般の方に薩摩川内市公式インスタ

グラムをフォローしていただきまして、写真や動

画を投稿していただき、各期間５名に特産品をプ

レゼントする企画となっております。第１弾が

８月１日から３１日までございまして、画像的に

は川内川の花火大会、それから甑島の観光のイン

スタが多かったようでございます。 

 それから、（８）が観光大使、親善大使事業で

す。アのスポーツ大使ですけれども、６月の

２９日に朝日大学の井上義浩様にスポーツ大使を

委嘱いたしました。それからイの親善大使です。

７月の２３日に第９代薩摩川内親善大使の選考会

を開催いたしまして、応募者８名の中から写真の

左側が古谷陽子様、右側が有馬奈々様、この２名

が選ばれたところでございます。任期は令和４年

９月１日からの２年間で、薩摩川内市はんや祭り

でお披露目予定でございます。 

 それから（９）ふるさと応援店でございます。

鹿児島中央駅前のかごっまふるさと屋台村に市比

野温泉水を活用した黒豚温泉しゃぶしゃぶがメイ

ン料理のローマ字でＳＡＴＳＵＭＡ、このお店が

加わりまして３店舗となったところでございます。 

 次に１０ページを御覧ください。 

 ３の旅行誘客事業でございます。（１）個人旅

行型甑島旅行商品造成事業、それから（２）の在

日外国人モニターツアー事業につきましては継続

して取り組んでいるところです。それから（３）

のご当地グルメふるさと応援店ススタンプラリー
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事業につきましては、１回目のスタンプラリーが

終わったところでございます。 

 次に１１ページをお開きください。 

 大きな４番のふるさと納税でございます。令和

４年度の８月１日現在の状況では、寄附額が

９,２７６万４,０００円でございまして、前年度

比で８９.７％となっております。また寄附者の

希望使途の内訳は記載のとおりでございます。前

年度といたしまして約１０％ほど減っているわけ

でございますけれども、分析といたしましては巣

ごもり需要がある程度緩和されて、皆様が外に出

ていらっしゃるということもあるんですけれども、

これまで以上にＰＲと商品のリニューアルを図っ

て増額に努めたいと思います。 

 それから５番目が地域経済対策事業、新型コロ

ナウイルス感染症対策事業でございます。（２）

の飲食店等の感染防止対策認証制度促進事業につ

きましては、８月の３１日現在で奨励金の申請が

１２４件となっております。奨励金の支給割合に

つきましては、登録店が２５１店舗ございますの

で４９.４％でございます。残り５０％ほどござ

いますけれども、事業者へ奨励金の申請書等の御

案内を差し上げておりますので１００％を目指し

て奨励金の支給に努めたいと思います。 

 続きまして（３）のキャッシュレス決済による

消費喚起事業でございます。実績額が手数料を含

めまして８,５１１万１,８１４円となっておりま

す、内訳等につきましては１２ページを御覧くだ

さい。全体の利用件数が９万５,３３８件で決済

金額、これは消費された額ですねこちらが２億

９,２４９万４,７９７円、それから還元額といた

しましては８,０９４万３,４８１円となっており

まして、最も利用が多かった事業者はＰａｙＰａ

ｙ様となっているところです。 

 それから（４）がウエブ販売促進事業でござい

ます。先ほど成川委員のほうから御質問がありま

したとおり令和４年の７月２５日で完売というこ

とで終了しております。 

 大きな６番の物産販売事業についての主な取組

については記載のとおりでございます。 

○委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含め、これより所管事務全

般について質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（成川幸太郎）ふるさと納税について

お尋ねをいたします。 

 ８月１日現在は前年同月比が８９.７というこ

とで、かなり高めを当初は予定されていたと思う

んですが、この分でいくと年度目標は達成できそ

うなんですか。 

○観光物産課長（田中道治）毎年９月の時点

でこれまで御寄附を頂いた方にお礼状を含めて再

度ＰＲのチラシの送付をさせていただいておりま

す。併せまして、インターネット上でそれぞれふ

るさと納税のサイトがありますけれども、薩摩川

内の有力な商品が上位に画面で出るように、そう

いった取組にもチャレンジしておりますので、基

本的には前年度の額を下回らないというのが基本

でありますけれども、このような状況の中ですけ

れども一生懸命取り組んでまいりたいと思います。 

○委員（成川幸太郎）ぜひせっかく６億を達

成して、これからもうちょっと、まだまだ薩摩川

内市の規模としては小さいんじゃないかという声

も頂いています。ほかの小さいところで１０億、

２０億というふるさと納税を達成、獲得していら

っしゃいますので、もうちょっとやっぱりそうい

ういろんな努力をして１０億突破できるように頑

張っていただきたい。 

○観光物産課長（田中道治）先ほどの大田黒

委員のことで、去年の６月議会、あと今年の９月

議会、大田黒委員と議員と帯田議員から東部の藺

牟田、入来、市比野を含めた観光振興ということ

で御心配の意見を伺っております。我々としまし

ても、先ほど有馬部長が説明されたように本土地

域の観光振興、地域振興というのも非常に大切な

取組が必要であるというのは思っておりまして、

関係部課長とただいま検討、協議をしている状況

でございます。これがまとまりまして、またいろ

んなお願いごとすることができるようになりまし

たら、また御意見等をお伺いしたいと思いますが、

今そういう状況であるというのを御理解くだされ

ばと思っております。 

○委員（成川幸太郎）もう１点教えてくださ

い。ご当地グルメふるさと応援店スタンプラリー

事業というの、私も１回だけこのチラシ貼ってあ

る店みたんですが、これについても１回目が終わ

って２回目に入るっていうことですが、これに参

加している店舗数と第１回目で実施されたときに

応募者数と参加者数っていうのはどの程度だった
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んでしょうか。 

○観光物産課長（田中道治）１回目の参加者

につきましては２１名の参加がございました。そ

のうち市内居住者の方が１３名、市外の方が８名

となっております。 

○委員（成川幸太郎）スタンプラリーがもら

える店舗数。 

○観光物産課長（田中道治）市内全域２８店

舗になっております。 

○委員（成川幸太郎）結構見てびっくりした。

こんなのがあるんだって。できたら参加店舗数を

もうちょっと増やして、市内のキャッシュレスで

バックするのもいいけど、こういった楽しみを持

ちながら飲食店もあのような形で。これ２８店舗

しか参加しないというのは非常に弱いような気が

するんで、もっと強く、また多くの人が。２１名

中なんか当たったって、何人ぐらい当たったんで

すか。 

○観光物産課長（田中道治）３ポイントと

５ポイントとは二つあるんですけれども、３ポイ

ントで１２名、５ポイントで９名でございます。 

○委員（成川幸太郎）これ抽選に当たった人、

２１名は。 

○観光物産課長（田中道治）２１名は参加さ

れた方です。 

○委員（成川幸太郎）このうち何名が抽選に

当たって、特産品が当たった。 

○観光物産課長（田中道治）全員当たってお

ります。 

○委員長（森満 晃）そのほかありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、観光物産課の審査を終わります。 

────────────── 

△文化スポーツ課の審査 

○委員長（森満 晃）次に文化スポーツ課の

審査に入ります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（森満 晃）それでは、議案はあり

ませんので所管事務調査を行います。当局に説明

を求めます。 

○文化スポーツ課長（入枝哲也）それでは、

産業建設委員会資料の１３ページをお開きくださ

い。初めに、各種イベント、行事について説明い

たします。（１）１の第１７回市民運動会を

１０月９日日曜日に総合運動公園陸上競技場で開

催いたします。市民運動会は平成２９年度に開催

したのが最後で、平成３０年度、令和元年度は天

候不良等により中止、令和２年度は鹿児島国体が

予定されていたため開催せず、令和３年度は新型

コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となっ

ており、５年ぶりの開催となります。 

 今年度については５月２３日及び６月２２日に

開催された市スポーツ協会、地域体育協会、陸上

競技協会、スポーツ推進員、小中学校体育連盟な

どの代表者らで構成される運営委員会での協議結

果を踏まえまして、新型コロナウイルスの感染リ

スク等を考慮し、実施する種目を選定し午前中で

の開催とする。各地域役員、競技参加者及び競技

役員は一週間前から当日まで体調管理シートによ

り体調管理を行う。一般観客については入場口で

手指消毒及び検温チェックし、リストバンドによ

る管理を行うなど感染対策を徹底した上で開催す

ることとしております。 

 また、地域からの参加について里、上甑、鹿島

の３地域から新型コロナウイルスの感染に対する

不安から参加を辞退したいという連絡を受ける一

方で、他の地域からもコロナ禍で選手集めに苦労

しているといった声があることから、急遽先週の

９月８日に運営委員会を開催し、開催の取り扱い

を協議いたしました。その結果、今回はコロナ禍

での特別大会という位置づけにして、参加を地域

に強制はせず、参加する地域のみで、また参加す

る場合であっても地域対抗種目、５種目あるんで

すけれども、５種目全てに参加しなくても構わな

いということで開催することとなりました。その

ため資料にはブロック分けを記載してありますが、

ブロック分けによる対抗戦とせず、種目ごとに参

加地域の順位はつけても総合順位はつけない形で

開催する予定としております。 

 次に、（２）第１３回薩摩川内はんやジュニア

大会を、１０月２２日土曜日にＳＳプラザせんだ

いで開催いたします。出場校は記載してある９校

のうち、亀山小学校が辞退し、現在８校の予定で

す。なお、観客は新型コロナウイルス感染症対策

のため出場する児童の保護者に限定する形での開
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催を考えております。 

 （３）第４７回全国高等学校総合文化祭につい

てですが、全国高等学校総合文化祭は全国の高校

生による国内最大規模の芸術文化活動の発表の場

であり、来年７月２９日から８月４日まで、都道

府県開催一巡目を締めくくる大会として鹿児島県

で開催されます。２２部門が県内８市町村で開催

され、本市では吟詠剣詩舞と書道の２部門が開催

されます。 

 次のページをお願いします。 

 そのプレ大会がそれぞれ１１月１２日、２２日

にＳＳプラザせんだいで運営を担当する県内の高

校の先生や生徒らが集まって開催される予定です。 

 次に、今年度のスポーツ合宿の状況について説

明いたします。８月末までの実績として記載のと

おり２２団体の合宿が実施されました。昨年度の

同時期が８団体でしたので１４団体の増、また一

昨年度の同時期が１０団体でしたので１２団体の

増となっております。今後の予定としましては、

近いところで今月１７日から２８日までヴィクト

リーナ姫路、バレーボールチームが今年度２回目

の合宿を行い、またその期間中地元の中学、高校

の女子バレーボールチームへの指導も行っていた

だけることとなっています。 

 また、資料はありませんが、先般報道がありま

したとおり鹿児島県で春季キャンプを行う大学、

社会人、プロの野球チームによる交流戦、薩摩お

いどんカップが来年２月２３日から３月１２日の

間、本市の総合運動後公園野球場のほか鹿児島市、

姶良市、日置市の計４球場で開催される予定です。

今後具体的な内容を確認、協議してまいりますが、

おいどんカップ事務局や鹿児島県と連携し本市の

交流拡大を図ってまいりたいと考えております。 

○委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含め、所管事務全般につい

て質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（大田黒 博）１点目の市民運動会の

件ですが、今説明がありましたとおり、平成地区

辺りから参加できる、できないうんぬんの申し書

が出たりされていて運営議会が１回開かれたとい

うことでしたけれども。基本的なものがこのコロ

ナで３年できずに、国体があったりして前後して

相当数できないのかなと思ったりしているんです

が。当局、課長を含めて対策を集めて皆さん方が、

基本的なものは里が出場できなければできません

よという方法ありましたよね。そういうのに運営

委員会で何も出なかったんだろうかと思っている

んですよ。開催するに当たり、１番の大事な和と

言ったものを大事にする中でも大会だったんじゃ

ないんかなというのが。今説明を受けてみると、

出れる人は出てやりましょうと。個別的に優勝を

決めましょうというものは、基本的なそういうも

のに反しているんじゃないかなという中での９月

８日の運営委員会等では何も出なかったんでしょ

うか。 

○文化スポーツ課長（入枝哲也）その点につ

きましてですけれども、当初市民運動会を開催す

るにあたりましては実施要綱を策定しまして、も

ちろんその実施要綱の中で甑４地域が参加できな

い場合は中止とすると、従来までのやり方の確認

で実施要綱の分を定めておりました。その内容の

中で進めておったんですけれども、今回依頼を文

書を出した後に、そういった声が、先ほどの申し

上げました里、上甑、鹿島の３地域から辞退の連

絡あったということがありました。そういうこと

もございましたので、その先ほどの４地域が参加

できないというそことの絡みも含めまして検討し

たところだったんですけれども、甑島の部分につ

きましては天候不良等により参加できない場合と

いう、そういったことがございましたので若干取

り扱いも変わってくるのかなというのも含めまし

て、そこの可否も含めて検討をいたしました。今

年度の市民運動会の開催ができなかった場合、来

年度はまた鹿児島国体が予定されておりますので

開催できないという形にもなってきます。一方で、

市内のいろんなイベントにつきましては、できる

範囲でできる形で実施していくという方向でいろ

んなイベントのほうも進んでいますので、そうい

った部分も総合的に勘案しまして、どういった形

でできるのが１番理想かということも運営委員会

の中でもいろいろ議論をしましたけれども、そう

いった中でもできる範囲で、できる内容でという

ことを踏まえますと、参加地域に強制は求めずに、

できるところの分で今回市民運動会を開催すると

いう方向で議論をさせていただいて、そういった

ことで結論になったということでございます。 

○委員（大田黒 博）３年間ないですよ、こ

の各地域の、地方の我々小学校含めて、地域の運
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動会がですね。地域の運動会がない。そして、そ

の市民運動会に参加する４競技がありますかね。

そういうのは地域で地域から盛り上がった競技種

目なんですよ。そういうのを全然やらずに、やれ

ない状態で選手を集める各地域の地区対抗の運動

会ができない状態で選手を集めというのは難しい

という意見も出ているんです。私も去年の役員に

入っていますから出席出ると難しいんじゃないか

なと。 

 今課長が言われる、市が決めたからそれに乗っ

かってやりましょうという、その段階とは少しず

れて、選手は把握できていない、誰がどんな状態

でいるのかというのが把握できてないんですよ。

これをしなさいというのは大変なことなんです、

コロナ禍の中で。だから、運営委員会の中での協

議が気になったのはそういうところなんです。だ

から、言われた来年度国体でできないという中に

少し協議の内容を変えたり大会の種目、あるいは

その見直しをしたり、そういうものが運営委員会

の中から出てくるべきものじゃないのかなと。

我々の地域のほうは出てきているんですよ、そう

いう少し市民運動会を変えた形で皆さん集合でき

ないのかというのが出てきているんです。この運

営委員会の中で出なかったのかその辺教えてくだ

さい、見直しを。 

○文化スポーツ課長（入枝哲也）運動会の見

直し自体については、運営委員会の中では特に出

ていないんですけれども、当初で市民運動会を開

催するに当たりましては、元々は午前中からお昼

過ぎぐらいまでプログラムがたくさんある中でコ

ロナ禍でプログラムのほう一部見直してというか、

市内競技のほうも含めまして何とか午前中の形で

市民とその競技者同士がなるべく触れないような

形の競技の部分を選んで、取捨選択しながらプロ

グラム自体を短くして午前中に開催すると。そこ

の部分につきましては、市民運動会を実施する際

にプログラムの内容につきましてはしましたけれ

ども、そもそも市民運動会のそこのあり方とかそ

この部分については今回の会議の中では特に議論

にはならなかったところでございます。 

○委員（大田黒 博）課長、メンバーがメン

バーで、スポーツに対するすばらしい人ばっかり

だと思っているんです。思っていますよ。ただ、

その地域、地域のそういう考え、思いを少しその

地域に入り込んで、運営委員会に参加したり意見

を実際に聞いたり、その辺りを対策は一つみんな

で降りていって、意見を聞くというのはものすご

く重要じゃないかなと思っておりますので。実際、

本当に我々スポーツ推進の役員とかそういうのを

やっておりますけれども、ここでダンスをする女

性、スポーツ推進委員がそういうのもすったもん

だしながら、それならやろうやというものになっ

てきているんですよ。それはそれとして、鹿児島

県がそうなっているからいいようなものを、何も

ない地域が、それなら３年振りにどうするかって

いうものに対して、大変皆さん苦労しているとい

うのだけは分かってほしいと思っているんです。

そこにやっぱり少し降りていって、今説明される

ものを実際肌で感じて、意見交換をしていただけ

れば、もっともっと違う形での市民の意見等が入

ってくるんじゃないかなと思っております。ぜひ

その辺をやっていただけないでしょうか。 

○観光文化スポーツ対策監（花木 隆）今、

議員からありました御意見というのは非常に大事

なことだと考えます。各地域にはスポーツ推進員

もいらっしゃいますのでそういう方々と、市民運

動会を含めほかの地域の体育行事等への取組の御

苦労とかはそういうのは確かにあまり我々も対面

でというのがなかったですが、去年、一昨年が。

それがもう再開できてきているので、そういう場

もちょっとは設けていきたいと思います。 

○委員（大田黒 博）もう一つ、今説明があ

りましたこの薩摩おいどんカップ、この情報を頂

いたり新聞等にも載りましたけれども、大変あり

がたいし、嬉しいことで、前回ここでバレー関係

のこの熱の入れようを地域に、そういうものの地

域性のものを少しいって、ほかのスポーツ競技を

といったものをお願いしたんですが、こういう形

で出てくるとまた底辺が広がって、そのものがマ

スコミになったりしていくもので、こういうムー

ド作りにはすばらしいものだなと思いながら。ま

して、プレゼンするビデオ等見ておりますといろ

んな方々が大学、社会人、そして野球の関係者な

んかが頑張るぞということがあれば、本当に野球

教室までできて、そういうものが広がっていくの

かなと思って、ありがたいなと思っておりますの

で。ぜひこれを大成功させて。 

 そして、また来年国体に向けて、前日空手のプ
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レイもありましたけど、すばらしい盛況であった

と言いながら、一方ではそういう活性化に向けて

動いている中に一つ一つ確認しながら、コロナ禍

に対してのそういうものを広げていただければあ

りがたいなと思っておりますので。すばらしいカ

ラーで載っておりましたので。ぜひ子どもたちま

で、そしてまたそういうマニアの方々まで喜ばせ

るような大会にしていただければありがたいと思

っておりますので、よろしくお願いします。 

○文化スポーツ課長（入枝哲也）おいどんカ

ップにつきましては、先日の報道があったんです

けれども、我々のほうはまだ詳しい詳細について

は説明を受けていませんので、実際こういった形

でやるという概要的な部分を聞いただけです。今

後、今参加チームのほうを募集しているというこ

とで、これから具体的な内容が出てくるかと思い

ますので、情報が分かり次第また議員の皆様方に

も情報提供をしていきたいと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

○委員長（森満 晃）そのほかありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、文化スポーツ課の審査を終わります。 

────────────── 

△国体推進課の審査 

○委員長（森満 晃）次に、国体推進課の審

査に入ります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（森満 晃）それでは、議案はあり

ませんので所管事務調査を行います。当局に説明

を求めます。 

○国体推進課長（石原勝浩）国体推進課の所

管事務について御説明申し上げますので、産業建

設委員会資料の経済シティセールス部１５ページ

をお開きください。 

 燃える感動かごしま国体空手道競技リハーサル

大会の結果について御説明をいたします。 

 先月２６日から２８日までの３日間、サンア

リーナせんだいにおきまして来年１０月の鹿児島

国体のリハーサルを兼ね、第３０回全国中学生空

手道選手権大会を開催いたしました。本委員会の

委員長をはじめといたしまして多くの議員の方々

にも足を運んでいただき、御声援を頂いたところ

でございます。ありがとうございました。 

 会場となりましたサンアリーナ川内には全国か

ら４４０校１,２７９名の中学生が参加し、来年

の鹿児島国体を見据えた大会として盛大に開催を

されました。残念ながら本市からの出場はござい

ませんでしたが、鹿児島県内から１７校４２名が

参加し、ひときわ盛大な応援を受けておりました。 

 大会は中央競技団体及び燃ゆる感動かごしま国

体における新型コロナウイルス感染防止対策ガイ

ドラインに沿って、消毒の徹底や入館制限などに

よりコロナ禍の大会として開催したところでござ

います。 

 観 覧 は 参 加 者 の 保 護 者 の み と し 、 延 べ

２,６２８名が制限のある中でも熱気ある声援を

送っていました。選手関係者及び保護者は市内の

ホテル、旅館など２１の施設に１,０００名を超

える宿泊があったところでございます。 

 市実行委員会におきましては、今回のリハーサ

ル大会を通しまして、大会運営や新型コロナウイ

ルス感染防止対策を初めといたしました様々な検

証を行いながら令和５年の本大会へつなげてまい

りたいと思います。 

○委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含め、これより所管事務全

般について質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（成川幸太郎）ちょっと教えていただ

きたいんですが、この空手の大会については鹿児

島県から１７校出場ということで説明を受けたん

ですけれど、行ってみて非常に薩摩川内市の中学

校がないなと思っていたんですけど、県大会もあ

ったんでしょうけど、薩摩川内市内の中学校で空

手をやっているところは実際にあるんでしょうか。

実際に何校あるか。 

○国体推進課長（石原勝浩）国体推進課のほ

うでは部活動という形でのこの団体があるかどう

かというところは把握しておりません。 

○委員（成川幸太郎）ないという捉え方でい

いですか。 

○国体推進課長（石原勝浩）この大会に出る

参加資格というのはどの学校でも実は参加できま

す。一人からでも参加できるという実施要綱にな

っております。ここで参加している学校が市内に

ないということはもしかしたらここの大会に出て
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くるまでのレベルの選手ではないのかもしれませ

ん。そこは我々のほうでは理解していないところ

でございます。 

○委員（大田黒 博）１点だけ。来年国体、

少し日延びをされる国体で、皆さん期待のほうも

また膨らんできていると思っておりますけれども。

来年度に対してこのうち薩摩川内市で行なわれる

対応において、宿泊施設は十分なのか把握されて

おりますでしょうか。 

○国体推進課長（石原勝浩）ただいま大田黒

委員のほうから宿泊についての御質問等でござい

ます。令和２年から令和５年に国体のほうが延期

になりまして、この宿泊の関係も新しく県のほう

が広域配宿というような形で、ＪＶを組まれた組

織のほうと契約を結んでおります。 

 本市に関しましても、その広域配宿の中でこの

本市で行われる５協議の宿泊を賄っていくという

形で今準備を進めておるところでございます。本

市の宿泊施設のキャパといたしましたら、現在宿

泊提供率を上げるために一生懸命頑張ってはきて

おるところでございます。当該年度、来年度に向

けまして、この宿泊施設のほうは足りるというよ

うな形で考えておるところでございます。そこに

向けての今準備を進めておるところでございます。 

○委員（大田黒 博）その広域的な全体見た

形での宿泊も設定というのも分かるんですけれど

も、薩摩川内市で行われる競技の宿泊分において

は、皆さん方が少し入り込んで地元の宿泊施設の

ところを優先させるなり、交渉をやっていただけ

ませんかという宿泊関係の思いでしょうから。そ

の辺はどうでしょうか。 

○国体推進課長（石原勝浩）先ほど御説明い

たしましたこの広域配宿においても、まずはその

市町村、市町の競技が充足するというのが前提条

件でございまして、それが充足した後に広域宿泊

をするというような形で、鹿児島県全体の宿泊を

充足されていかれるものというふうに考えており

ます。 

 本市の実行委員会に関しましても、ほかの市町

と一緒になりながら、今御説明いたしましたよう

な形での宿泊充足をお願いをしておるところです。 

○委員（大田黒 博）ぜひその辺を地元の旅

館組合、それぞれのそういう宿泊所の方々に対し

て十分説明していただき、御意見等も頂いて、そ

ういう形の方向性を持って進めていただいて、説

明を十分していただければと思っております。 

○委員長（森満 晃）そのほかありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、国体推進課の審査を終わります。 

────────────── 

△農業委員会事務局の審査 

○委員長（森満 晃）次に、農業委員会事務

局の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第８０号 令和４年度薩摩川内市一

般会計補正予算 

○委員長（森満 晃）まずは、議案第８０号

令和４年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題と

いたします。当局の補足説明を求めます。 

○農業委員会事務局長（平 利朗）予算に関

する説明書第５回補正の３９ページをお開きくだ

さい。 

 ６款１項１目農業委員会費の農業委員会管理運

営費におきまして、４月の人事異動に伴う共済費

の増額補正を行うものでございます。 

○委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第８０号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（森満 晃）次に、所管事務調査を

行います。当局に説明を求めます。 

○農業委員会事務局長（平 利朗）産業建設

委員会資料の２ページから５ページを御覧くださ

い。２ページには６月から８月の農業委員会の主

な活動と２ページから４ページにかけては６月か

ら８月の農地法に基づく許認可事務実績と４ペー

ジは４月から８月の累計です。５ページは太陽光

発電に係る農地転用実績で定例の報告であります

ので資料のほうを御確認ください。 

 引き続き、産業建設委員会資料の６ページを御

覧ください。農業委員の募集についてです。現在

２期目である農業委員の任期が令和５年４月
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３０日で満了になることに伴い、新しい農業委員

１９人を募集いたします。今後の主なスケジュー

ルですが、農業委員の募集は本日９月１２日から

１０月３０日までの５０日間行います。なお、募

集については９月１０日号の広報誌及び薩摩川内

市ホームページにより周知いたしております。応

募の受け付けは本庁農業委員会、各支所、甑島振

興局で行います。募集の締切り後は候補者選考委

員会で候補者を決定後、令和５年１月に市長報告

を行い、農業委員の任命議案を令和５年３月議会

に上程し、同年５月に新たな農業委員を任命する

予定としております。 

○委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含め、これより所管事務全

般について質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 以上で、農業委員会事務局の審査を終わります。 

────────────── 

△農業政策課の審査 

○委員長（森満 晃）次に農業政策課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第８０号 令和４年度薩摩川内市一

般会計補正予算 

○委員長（森満 晃）まずは、議案第８０号

令和４年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題と

いたします。当局の補足説明を求めます。 

○農業政策課長（寺田和一）それではまず、

歳出予算につきまして説明いたしますので、お手

元の予算に関する説明書の３９ページをお開き下

さい。 

 ６款１項２目農業総務費でございます。今回の

補正は、令和４年４月人事異動に伴う給与費の増

額、それから農村研修館等において突発的な修繕

が発生し、対応したことによる当初予定していた

修繕費用について増額をお願いするもの、それか

ら、同じく農村研修館等において使用する備品購

入費について増額をお願いするものでございます。 

 次に、その下、３目農業振興費でございます。

農業振興育成事業費の償還金でございますが、中

山間地域等直接支払交付金の対象農地の一部につ

きまして、農地転用を行い農業後継者の住宅を建

築したいとの申し出がありまして、当該農地転用

分について交付金の償還を行うものでございます。 

 この交付金の負担割合は、国が２分の１、県及

び市が４分の１での負担であり、後ほど歳入の部

で も 説 明 い た し ま す が 、 返 還 す べ き 額

８,０００円のうち、市負担分を除く額を償還す

るものでございます。 

 次に、４２ページを御覧ください。 

 ６款４項２目林業振興費でございます。林業振

興育成費の委託料は、有害鳥獣駆除対策事業の委

託料でございます。 

 有害鳥獣駆除対策事業の内容につきましては、

補正予算の概要８ページの上段に記載しておりま

すが、県補助金である緊急捕獲活動支援事業の配

分決定に伴い増額するものと、市単独である一般

捕獲を有害鳥獣捕獲頭数の実績見込みにより増額

をお願いするものでございます。 

 ここで、恐れ入りますが、産業建設委員会資料

の２ページを御覧いただけますでしょうか。 

 資料といたしまして、平成３０年度から令和

３年度までの有害鳥獣捕獲頭数及び農作物被害金

額について資料をまとめさせていただいておりま

す。 

 資料にありますとおり捕獲頭数につきましては

増加傾向にありますものの、農作物被害につきま

しては減少傾向にあるというところでございます。 

 以上で、参考資料の説明を終わります。 

 資料もとに戻りまして、続きまして、歳入予算

について説明いたします。１８ページを御覧くだ

さい。 

 １７款２項４目農林水産業費補助金の３節林業

費補助金でございます。先ほど歳出で説明いたし

ました委託料に対する県補助金でございます。 

 次に、２２ページをお開きください。 

 ２２款５項４目、そのうちの１節雑入でござい

ます。 

 先ほど歳出で説明いたしました、中山間地域等

直接支払交付金償還金に対する返還金でございま

す。先ほども申し上げましたとおり、国が２分の

１、県並びに市が４分の１ずつで、返還対象年度

は令和２年度、３年度の２年度分の返還金でござ

います。 

○委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 



- 34 - 

○委員（成川幸太郎）有害鳥獣駆除対策事業

で補正予算、補正を組まれているわけですけれど

も、資料を見ればかなりの加工の頭数が増えてい

るわけですけれども。資料の２ページの中で、イ

ノシシ、ニホンジカというのがあるんですが、そ

の他のこの１,４９１の中に占めるのは主にどん

なの。 

○農業政策課長（寺田和一）その辺りにつき

ましては、タヌキ、アナグマ、それから鳥類でご

ざいました。 

○委員（成川幸太郎）鳥類。 

○農業政策課長（寺田和一）鳥です。 

○委員（成川幸太郎）猿はどの程度捉えられ

ていますか。 

○農業政策課長（寺田和一）令和３年度にお

きましては、猿の捕獲はございませんでした。 

○委員（成川幸太郎）この産業建設委員会の

行政視察でも捕獲の調査に行きまして、山口県の

ほうでは下関か、猿に対する特別な対策を取られ

ている。というふうに、猿だけ捕獲されているの

も珍しいなと思うぐらいの対策がなされていまし

たけれども、いろんな令和コミュトークの中でも

猿被害というのは出ているようですので、猿の対

策というのもまた新たに取っていただければなと

思うんですが。 

 猿を獲るもの、下関のときも罠だったような気

がするんですが、犬猫を獲るのに罠というのはイ

ノシシだったり鹿だったり例えば猿だったりする

と、種類別に決められているんですか。 

○農業政策課長（寺田和一）今委員から御質

問あったとおり、罠につきましてはそれぞれの獣

目で若干違うようであります。箱の罠でされたり、

あとはくくり罠というものがあったり、獣目によ

って変えて対応してくださっているようでござい

ました。 

○委員（成川幸太郎）実績はかなり伸びてい

るから、被害額はどんどん減って令和元年度から

すると４分の１ぐらいになるという被害額になっ

ているんですけれども、もうちょっとこれを獲る

ために、一人当たりのこの罠の仕掛ける数という

のは決められているんですか。 

○農業政策課長（寺田和一）まず、先ほど被

害額のことがありましたので少しだけ補足をさせ

てください。被害額につきましては、令和元年度

から令和２年度に対しましては、ちょっと額が大

きかったんですが、ここにつきましては統計の取

り方の指導が鹿児島県から入ったというのも一つ

理由がございます。ただし、それを除きましても、

毎年被害額は減ってはきております。 

 それから、罠のかける個数でございますが一人

当たり３０を上下に決められているようです。 

○委員（成川幸太郎）３０の罠で、罠が非常

に多くなって捕獲頭数が増えたというようなこと

を聞くんですけれども、３０の罠で十分なのか。

この罠の数が一人当たりがもし能力のある人は増

やしたいという場合は増やせるんですか。 

○農業政策課長（寺田和一）今確認させてい

ただきました。一人当たりの３０という上限は決

められているようです。ただし、本市におきまし

ては個人といいますか地域に猟友会がございます。

そこに加盟していらっしゃる方が複数名いらっし

ゃいますので、人数分掛ける３０というのが罠の

数になっていまいりますので、お一人当たりの

３０という上限はありましょうが、猟友会のその

会の組織として活動していただくようにお願いは

しているところでございます。 

○委員（成川幸太郎）一人３０かける猟友会

の数を、猟友会として獲れば一人の人が３０越え

てとっても、猟友会全体の数として収まるという

ことだったらいいんですか。一人がちょっと超え

ても収まるということだったらいいわけですか。

一人がちょっと超えても。それはもう一人は越え

たらいけない訳 

 今後そういう希望があった場合に増やすという

ことはもう法律か何かで決まっているんですか。 

○農業政策課長（寺田和一）鳥獣保護法で定

められているようでございました。 

○委員（坂口健太）猿対策についてなんですけ

ど、今現在やっていらっしゃる対策があれば教え

ていただきたいのと、また今後猿対策、捕獲に関

して何か考えていらっしゃる、また要望されてい

る事項があるんだったら教えていただけたらと思

います。 

○委員長（森満 晃）次の所管事務にしまし

ょうか。 

○農業政策課長（寺田和一）実は、それもだ

ったんですけど、この後の所管事務調査でちょっ

と御報告させていただこうと思っておりました。 
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○委員長（森満 晃）予算に関してそのほか

ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 ここで、議案第８０号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（森満 晃）次に、所管事務調査を

行います。当局に説明を求めます。 

○農業政策課長（寺田和一）課長先ほど来御

質問のありました猿に関する件でちょっと御報告

させていただきます。書類はございません。口頭

で、申し訳ございません。報告をさせていただき

ます。有害鳥獣駆除対策事業について御報告でご

ざいます。 

 去る６月２４日開催の産業建設委員会におきま

して、猿による農作物や人的被害の根本的な解決

を図るため、先進地を視察するなどし、罠による

捕獲を始めその対策について研究されたいとの意

見、要望を頂き、またあわせまして先進地事例等

について御指導を頂きました件ですが、早速先進

地である山口県下関市農業振興課有害鳥獣対策に

問い合わせをさせていただき、情報を仕入れさせ

ていただいたところです。 

 同市におきましては、国県の事業を活用されま

して、８メートル四方の固定式の罠を９基設置さ

れ、地元猟友会に管理委託を行い、猿の捕獲に取

り組んでおられるとのことでした。さらに、県の

事業終了後は市単独で移動式罠４メートル四方で

ございますが、これを２基購入され、同じく猟友

会に管理委託を行っていらっしゃるとのことでし

た。また、地域によってこういったものに御協力

いただける地域を優先的にされているとも聞いて

おります。 

 この情報収集を参考とさせていただきまして、

本市におきましては鹿児島県の令和５年度市町村

単年度事業実施規模調査におきまして、ニホンザ

ル生態調査業務並びに移動式囲い罠導入を要望を

させていただいたところでございます。あくまで

も令和５年度に向けて市が単独事業でやりたいと

いうことで県に申出をさせていただいて、採択い

ただけるよう要望させていただいているという状

況でございます。 

 また、令和４年度におきましては、野生動物管

理を専門とされる方を講師に招いて、今現在猿被

害において被害のお声を寄せられている地域、具

体的には野下、藤本地域でございますけれども、

そこを中心にした野下、藤本、そういった場所を

御相談できれば野下、藤本地域で開催の予定で研

修会を実施することで今計画を進めているところ

でございます。 

○委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含め、これより所管事務全

般について質疑に入ります。御質疑願います。坂

口委員、ありませんか。よろしいですか。 

○委員（大田黒 博）今ありました研修会に

おいて、我々にも御一報いただけないでしょうか。

ぜひ下関でその部類にはまだ薩摩川内市は域にな

ってないと思いますから、ぜひ一緒に研修してど

ういう対応ができるのか。やっぱり来ていただい

て、誰が来られるか分かりません、下関の方が来

られてそれが１番いいんでしょうけど。そういう

猿のこと、あるいは鳥獣全体に含めた意見を相当

数お持ちでしたので、ぜひ研修会に来られていた

だければありがたいと思っております。要望でご

ざいます。 

○委員長（森満 晃）そのほかありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、農業政策課の審査を終わります。 

────────────── 

△畜産営農課の審査 

○委員長（森満 晃）次に畜産営農家の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第８０号 令和４年度薩摩川内市一

般会計補正予算 

○委員長（森満 晃）まずは、議案第８０号

令和４年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題と

いたします。当局の補足説明を求めます。 

○畜産営農課長（木場憲司）予算に関する説

明書の３９ページをお開きください。 

 ６款１項５目園芸振興費で ７ ,１９３万

３,０００円の増額補正になります。 

 これは、説明欄で、肥料費高騰に伴う農家負担

軽減のための一部補助や甑地域の農産物販売等に
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対する航送料等の一部補助、国の新規就農者経営

発展支援事業を活用した新規就農者に対する農業

用機械の補助の増額補正を行うものです。 

また、同じく４０ページをお開きください。 

 ６款２項１目畜産総務費で１,８５６万円の増

額補正になります。これは、説明欄で、畜産総務

費は、職員給与等の減額になります。畜産振興育

成事業費は、飼料費高騰に伴う畜産農家負担軽減

のための一部補助の増額補正を行うものでありま

す。 

 委員会資料で、肥料費高騰対策支援事業、飼料

費高騰対策支援事業の概要を説明したいと思いま

すので、委員会資料、農林水産部３ページをお開

きください。 

 肥料費高騰対策支援事業として、（１）の事業

の目的になりますが、本市の農業者に対し、高騰

している肥料費の一部補助を行い、農業者の経営

安定に資することを目的としています。 

（２）の事業対象者になりますが、市内に住所を

有し、令和４年分の農業申告書うち、農畜産物の

販売収入が５０万円以上ある者、この農畜産物の

販売収入が５０万円以上ある者は、農水省が定め

る販売農家の定義になります。そのほか市税等の

滞納がない者であります。 

（３）の補助内容になりますが、令和４年の税務

申告書のうち、農業申告書の収支内訳書の肥料費

に対し１０％以内を補助するものとし、品目に関

わらず一農家当たり上限は２００万円であります。

つまり、販売農家であり、令和４年の税務申告書

で肥料費を確認させていただき、その肥料費の

１０％以内で補助するものであります。 

次に、飼料費高騰対策支援事業になります。 

（１）の事業の目的ですが、全畜種の畜産農家に

対し、飼料費の一部補助を行い、畜産農家の経営

安定に資することを目的としています。 

（２）の事業対象者になりますが、先ほどの肥料

費高騰対策支援事業とほぼ同様となりますが、農

業所得が総所得の概ね５割以上としたことは、養

鶏での庭先飼いとの選別を行うために設定したも

のであります。 

（３）の補助内容・補助金設定根拠にもなります

が、農水省が示している畜産物生産費の購入飼料

費の令和２年と令和４年の推測値を比較して、飼

料費上昇額の４分の１以内で１頭または１羽当り

の補助単価を設定しました。つまり、事業対象者

要件を満たし、事業計画申請時の家畜の飼養頭羽

数に応じて、下記の畜種ごとの単価に応じて補助

していくものであります。畜種ごとの単価はお目

通しください。こちらも１農家の補助上限は

２００万円であります。 

 ３の事業スケジュール案になりますが、お示し

しています表のとおりですが、両事業共通であり、

事業周知につきましては、農家巡回や各種会合等

も活用し、周知を図っていくとともに、個別な御

相談にも対応しながら、円滑な業務遂行ができま

すように努めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、歳入を御説明いたしますので、予

算に関する説明書の１８ページをお開き下さい。 

１７款２項４目農林水産業費補助金のうち上段の

新規就農者経営発展支援事業補助金は、歳出で説

明しました同事業の補助金でございます。 

○委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第８０号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（森満 晃）次に、所管事務調査を

行います。当局に説明を求めます。 

○畜産営農課長（木場憲司）畜産営農課長第

１２回全国和牛能力共進会鹿児島大会につきまし

て、口頭になりますが、御報告を申し上げたいと

思います。 

 １０月に鹿児島県で開催されます和牛のオリン

ピック、第１２回全国和牛能力共進会鹿児島大会

の最終予選会が８月２８日と２９日の２日間、姶

良中央家畜市場であり、大会は繁殖牛の体型の良

さなどを競う種牛の部と、肉質などを審査する肉

牛の部、そしてこれからの畜産を担う人材育成の

ため、今回から新設されました高校・農業大学校

の部の合わせて９部門で競われ、県内１１地区の

予選を勝ち抜いた１１４頭が出品され、県代表と

して、種牛の部１７頭、肉牛の部７頭の計２４頭

が決定いたしました。 

 本市からも、種牛の部に４頭、肉牛の部に４頭、

計８頭が出場し、このうち肉牛の部の第７区に
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１頭が、１０月６日から始まります第１２回全国

和牛能力共進会鹿児島大会への出場が決定しまし

た。なお、肉牛の部の会場は、南九州市知覧会場

になります。 

 また、出品者への出品激励としまして報償費や

本所庁舎に懸垂幕を設置いたしまして、出品者を

激励・支援してまいりたいと考えています。 

○委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含め、これより所管事務全

般について質疑に入ります。御質疑願います。あ

りませんか。 

○委員（大田黒 博）全共においては御苦労

さまでした。少し残念なところもありましたけれ

ども、１点だけ別件の、今グリーンツーリズムは

どうなっておりますか。もうこれだけのコロナで

止まっているのか。ちょっと確認をされる方がお

りましたもんですから、グリーンツーリズムの以

前地域、特に祁答院なんですけれども、グリーン

ツーリズムが頻繁に入ってきて、気を上げている

んですが。お願いします。 

○畜産営農課長（木場憲司）グリーンツーリ

ズムにつきましては所管課が畜産営農課ではない

ということがはっきりしておりますので、ちょっ

とこの場ではお答えはいたしかねるというふうに

思います。 

○委員（大田黒 博）事務局に確認したら営

農課ということでしたけれども。 

○農林水産部長（中島弘喜）申し訳ございま

せん。今の御質問、グリーンツーリズムにつきま

して、再度状況を確認をさせていただきまして、

改めてその御報告をさせてください。 

○委員長（森満 晃）そのほかありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、畜産営農課の審査を終わります。 

────────────── 

△耕地林務水産課の審査 

○委員長（森満 晃）次に、耕地林務水産課

の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第８０号 令和４年度薩摩川内市一

般会計補正予算 

○委員長（森満 晃）まず、審査を一時中止

しておりました議案第８０号を議題といたします。

当局の補足説明を求めます。 

○耕地林務水産課長（山元義一）歳出予算の

ほうから御説明いたしますので、予算書の

４１ページをお開きください。 

 ６款３項１目農業土木総務費です。説明欄を御

覧ください。これは、４月の人事異動に伴う職員

の給料等の調整を行うものであります。 

 次に、その下、６款３項２目農業施設改良費で

す。説明欄を御覧ください。市単土地改良事業費

の工事請負費になります。 

内容につきましては、補正予算の概要の７ページ

の下段に記載してありますが、高城地区寄井田頭

首工及び高城地区新井手揚水ポンプの突発的な故

障に伴う修繕に係る経費を増額するものでありま

す。 

次に、４２ページをお開きください。 

６款４項１目林業総務費です。説明欄を御覧くだ

さい。これは、４月の人事異動に伴う職員の給料

等の調整を行うものであります。 

次に、４３ページをお開きください。 

６款５項１目水産総務費です。説明欄を御覧くだ

さい。こちらも、４月の人事異動に伴う職員の給

料等の調整を行うものであります。 

次にその下の６款５項２目水産振興費です。説明

欄を御覧ください。新設した漁業経営安定化緊急

対策支援事業補助金になります。内容につきまし

ては、委員会資料で説明いたしますので、委員会

資料の４ページをお開きください。事業名は漁業

経営安定化緊急対策支援事業です。事業の目的は

コロナ禍において燃料等の価格高騰の影響を受け

ている沿岸漁業者及び養鰻養殖業者の負担軽減を

図るため、燃料費の一部を補助するものです。事

業対象者は①で川内市漁業協同組合及び甑島漁業

協同組合の正準組合員。②で川内地区養鰻漁業振

興協議会に所属し、市内に養鰻業を所有する養鰻

業者、③で市税等の滞納がない社としております。 

４、補助内容といたしましては、①漁業者が使用

する漁業用燃料について本年４月以降前年同月と

比較し、重油販売価格差の２分の１以内を補助、

②養鰻漁業者が使用するボイラー用の燃料につい

て、本年４月以降前年同月と比較し、重油またガ

ス販売価格差の２分の１以内を補助いたします。

③上限額は重油につきましてはリッター当たり
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５円以内、ガスにつきましては立米当たり５円以

内といたします。④で１事業所当たりの上限額は

２００万円です。 

 ５番目で事業スケジュール案ですが、４月以降

事業周知といたしましては、川内市漁協につきま

しては、漁協の会議室を活用し、漁業者への説明

会を実施。甑島漁協につきましては、４支所でそ

れぞれ漁業者への説明会を実施。③養鰻業者につ

きましては、８事業者ございますので個別に説明

を行う予定にしております。 

 また、それぞれ３回に分けまして、まず最初に

４月から９月分を、次に１０月から１２月分を、

最後に１月から２月分をそれぞれ申請を受けて請

求を頂き、補助金を交付していきたいというふう

に考えております。 

ここで、戻っていただきまして、次に歳入予算に

ついて御説明いたします。 

予算書の１５ページをお開きください。 

１４款１項１目農林水産業費分担金の１節農業土

木費分担金は、説明欄を御覧ください。先ほど歳

出で説明いたしました工事請負費のうち、高城地

区新井手揚水ポンプ修繕工事に対する受益者負担

分の分担金になります。 

○委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 以上で、議案第８０号令和４年度薩摩川内市一

般会計補正予算のうち、本委員会付託分について

質疑が全て終了しましたので、これより討論、採

決を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（森満 晃）次に、所管事務調査を

行います。当局から報告事項はありませんので、

これより所管事務全般について質疑に入ります。

御質疑願います。 

○委員（石野田 浩）山林の伐採があちこち

行われていますけれども、それはここでいいのか

な。木材が少し値上がりしたりして、あちこち山

を伐採しているんだけれども。間伐ならまだ分か

るんだけれども、そうじゃなくて山全体を切って、

伐採して出しているんですが。その中で、雑木林

は自然にまた復活すると思うんです。ただ、杉の

山なんかもたくさんあちこち切っていますよね。

それの保守というか、あと保全というか、そうい

うのが何かなされてないような気がするんだけど。

ほったらかしみたいな切り方で。そういうのは何

か対策なり何なりないんですか。 

○耕地林務水産課長（山元義一）森林のその

伐採につきまして、人工林の伐採につきまして、

また再度人工林を植えていただくという事業が再

造林という事業がございます。今それが鹿児島県

では平均で約４４％、再造林率が。本市の場合は

約５０％ということで、県平均と比べれば大きい

んですけれども、まだまだ切った後の５０％ぐら

いしか植えられていないという状況がございます

ので、市といたしましてもその再造林を進めるた

めにまず一つとしては今地域林政アドバイザーと

いう方がいらっしゃるんですけれども、そういう

伐採現場を確認に行っていただくようにしている

んですが、そういう方々に対して伐採している現

場に行って、その再造林をお願いしているという

のがまず一つ。あとは、市のほうとして森林環境

譲与税を活用した補助事業を作っておりまして、

それに対して再造林したところに対しまして補助

を行うことで再造林率を上げていくことを考えて

おりまして、今年度も新たに一つ事業を新設した

ところでございます。 

○委員（石野田 浩）５０％ということなの

でかなり補修されていると思うんだけれども、う

ちなんかの地域のやつはほとんどそういう形が見

当たらなくて、そのまんまになっているところあ

る。雑木林はもうすぐ緑が生い茂っていきますか

ら分からないんだけれども、杉なんかを植えてあ

ったところは丸裸みたいになって、しかも切り口

が荒れて、そのままになっていたりっていうとこ

ろもたくさんあるんで、その辺よく調べてもらっ
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て再造林ですか、そういうのをちゃんとできるよ

うにしてほしいんですよね。これは要望しておき

ますけれども。 

 もう一ついいですか。松くい虫もここでいいの

かな。海水浴場の市有林のところ、キャンプ場の

ところ。あそこの松林がまずほとんど入っていま

す、松くいが。国がやってる事業がいろいろあり

ますよね。そういうのでもあちこちぽつぽつはあ

るんですが、前火力発電所の敷地内の松林が１番

よく管理されているなと思ったんだけど、最近や

っぱりちょこちょこ出ています、管理が悪いのか

どうか知りませんが。唐浜の海水浴場のところは

本当に近々にまた全部枯れてしまうんじゃないか

なと思うぐらい枯れています。調査をしてもらっ

て、それで設置をしてもらいたいと思うんです。

何年かすると成木じゃないんだけど、近くなって

くるとまた付きやすいのか何かしらんけど、枯れ

てしまう。もう背丈ぐらいまではまあまあ何とか

伸びていって、緑を保持しているんですが。それ

以上になってくると何かつくような感じに。実際

に行って見てもらえば分かると思う。キャンプ場

の跡地、あそこの松はまず全滅になるんじゃない

かな。 

○耕地林務水産課長（山元義一）今、石野田

委員から話がありました唐浜のキャンプ場の松に

つきましては、市有地ではあるんですけれども、

キャンプ場ということで私どもが所管している施

設ではございませんが、松のそういう被害木が出

ることでその周りのそういう国有林であったりと

かほかの海岸線の松の枯れにもつながってまいり

ますので、所管課のほうでよく話をしながら、ど

ういうふうな形でそこを駆除していけばいいのか

というのを協議してまいりたいと思います。 

○委員（石野田 浩）確かに松くい虫の駆除

は難しいような気がするんです。何でかと言うと、

唐浜らっきょうの産地になっていますので、非常

にらっきょうの栽培時期とそういう散布時期がほ

ぼ重なるような形でなっているんですが。だから

どうしてもそういうことであれば、補助金出して

でも１シーズンなり２シーズン、らっきょうを植

え付けを中止してもらって、徹底して松くい虫の

ほうを駆除するとか。何らかの方法でやらないと

本当にイタチごっこで、やって、潰して、やめた

なと思って植林をする。植林をすると少しまた伸

びてきたなと思うとまたやられる。もうどうしよ

うもないような感じがするんですよね。だから何

か徹底した策を立てて、駆除をやってください。 

○耕地林務水産課長（山元義一）そのらっき

ょう畑の松枯れにつきまして、今年度新たに環境

譲を使って新設しまして、そういう松を本年度中

心に伐採をしているところでございます。ですの

で、そういうのを地道に行いながら、そういう松

枯れも防いでいきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

○委員（石野田 浩）らっきょう畑にある松

が枯れたからどうのこうのじゃなくて、やっぱり

松くい虫自体が増える、そういう状況はちょっと

らっきょう畑の中の１本を切ったぐらいじゃどう

しようもないんです、飛ぶから。だから、抜本的

に絶滅できるぐらいの設置をしないとやっぱり繰

り返し、繰り返しになってしまうと思うので、そ

ういうことも検討してもらって何らかの方法をや

らないとちょっと無理だと思うんですよね。 

 私は以前、桜島の松が全滅になったときがあっ

たんですよね。あれは松くいだったんじゃないか

と思っているんですけど、今はきれいですよね、

確か。だから、あれ松くいじゃなくて間伐でなっ

たのかなって思ったりもしたんだけど。その辺は

また研究していただければいいのかなと思います

けれども。何とかして駆除ができるように研究し

てください。 

○耕地林務水産課長（山元義一）その松くい

虫を駆除する空中散布で駆除を行うんですけれど

も、桜島の方面はそういう木被害の作物が少ない

ということで空中からヘリコプターであったり無

人ヘリであったりというものの駆除をしています。

今の唐浜の方面につきましては、らっきょうにつ

きましてポジティブリストということでやはりそ

の薬剤がかかることで商品として売れなくなると

いうことで、ちょっと控えた形での空中散布を行

っているというのもありまして、やっぱりちょっ

と被害が出ているのかなということでしたので。

私どもとしてはそういうやっぱりらっきょうも守

りながら、松も守っていく方法としてそういう被

害木の駆除を。国有林もありますので、国と一緒

に行っているところでございます。 

 今後もそのように取り組んでまいります。 

○農林水産部長（中島弘喜）ただいま石野田
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委員から御指摘、御要望がございました。防風林

とか保安林とか松を守らないといけないという使

命もございますので、今御要望がありましたよう

に松くいを上手に効果的に駆除できるような方法

を今後においては研究していかなければならない

と思っておりますので、そのような形で取り組ん

でまいります。 

○委員長（森満 晃）そのほかありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、耕地林務水産課の審査を終わります。 

────────────── 

△観光物産課の追加調査 

○委員長（森満 晃）先ほど所管課の確認を

お願いしておりましたグリーンツーリズムの状況

について、観光物産課の調査を行います。 

○観光物産課長（田中道治）薩摩川内市グ

リーンツーリズム協議会の中身につきまして御説

明差し上げます。 

 まず、薩摩川内市グリーンツーリズム推進協議

会の運営事務局が現在の株式会社薩摩川内市観光

物産協会の中で、事務局で取り扱いをさせていた

だいております。それで、当局の方が観光物産課

で今位置づけられておりまして、目的としまして

は御承知のとおり農家民泊とかそういう交流人口

を図るということで取り組まさせていただいてい

るところでございます。 

 令和４年度につきましては８月から令和５年の

３月まで、今チラシであります薩摩川内農園とい

うことで体験型のプログラムを実施させていただ

いております。８月の２０日に開催されました青

竹のそうめん流しとかそういうイベントがござい

まして、そちらには大人子ども合計で１５名の方

が参加されていらっしゃいます。それから９月の

３日に祁答院のほうで開催されましたます釣り、

魚の捌き体験、そちらの関係については親子参加

で１４名の参加があったところでございます。 

 それからこのグリーンツーリズムと絡めまして、

修学旅行の体験のほうも受け入れをお願いしてい

るところなんですけれども、御承知のとおりコロ

ナの関係がございまして、予定されていた修学旅

行の学校のほうがキャンセルがありまして、本年

度は受け入れはないということで聞いております。 

○委員（大田黒 博）グリーンツーリズムの

確認をしたかったのは祁答院辺りがもう十数年前

からグリーンツーリズムをされていまして、一家

の家庭においても百何名、１４０、１５０名、二

人ないし三人ずつ宿泊されて。その方々が１０年

して祁答院を訪れたり、結婚しましたということ

で訪れたり交流が結構あるんです。それをこの前

確認をされた人たちが意見は取っているのかと。

コロナで大変だろうけど、今後の方向性だけは教

えてくれということでしたのでそういう方々には

説明をしておいていただければと思っております。 

 ただ、こういう東京の埼玉県誠和福祉高等学校、

２０１３年の１２月ですよね、これは。２０２名

ぐらい入来、祁答院、樋脇とかずっと農家民泊を

されているみたいです。それから、その前後にも

十数年だと思っておりますけれども。やはり全国

に発信する、そういうものの中の一つの大きな主

体、あるいはそういうパイプになっていくような

気がするんです。 

 そして、また、全国の地域から薩摩川内市に住

んでいただきたいというそういう発信をそういう

方々を使わない方法はないなと思っておりますの

で、そういうのを聞いてなるほどと思ったもんで

すから。ツーリズムが生きているんだったらそれ

なりにまた復活してほしいし、やっぱり民家に泊

まって、その思い出というものは根深くありなが

ら初めて体験した経験というものは少しずっとそ

の人の心のどこかに残っていて、再度会いたいと

いうことでいいパイプのあれを感じましたもので

すから、確認をしたところでした。営農課と聞い

たものですから、畜産営農課じゃなくて観光課に

移って担当しているということですので。その辺

の少し流れも入ったものを、パンフレットを頂け

ればありがたいかなと思っております。 

○委員長（森満 晃）以上で、観光物産課の

追加調査を終わります。 

────────────── 

△委員会報告書の取扱い 

○委員長（森満 晃）以上で、日程の全て終

わりましたが、委員会報告書の取りまとめについ

ては委員長に一任いただくことで御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森満 晃）御異議なしと認めます。
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よって、そのように取り扱います。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（森満 晃）以上で、産業建設委員

会を閉会いたします。
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